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国立大学法人新潟大学事業報告書 

 
 
「国立大学法人新潟大学の概要」 

１．目標 

新潟大学は，高志の大地に育まれた敬虔質実の伝統と世界に開かれた海港都市の進取の精

神に基づいて，自律と創生を全学の理念とし，教育と研究を通じて地域や世界の着実な発展に

貢献することを全学の目的とする。 

この理念の実現と目的の達成のために， 

１．教育の基本的目標を，精選された教育課程を通じて，豊かな教養と高い専門知識を

修得して時代の課題に的確に対応し，広範に活躍する人材を育成することに置く， 

２．研究の基本的目標を，伝統的な学問分野の知的資産を継承しながら，総合大学の特

性を活かした分野横断型の研究や世界に価値ある創造的研究を推進することに置く， 

３．社会貢献の基本的目標を，環日本海地域における教育研究の中心的存在として，産

官学連携活動や医療活動等を通じ，地域社会や国際社会の発展を支援することに置く， 

４．管理運営の基本的目標を，国民に支えられる大学としての正統性を保持するために，

最適な運営を目指した不断の改革を図ることに置く。 
 
２．業務 

中期計画を具体化するための改革の方向性                                        
(1) 新潟大学では，中期計画を具体化するにあたって，以下の３点の方向性により，改

革を進めることとした。 
 ①本来の課題を充全な形で果たしうるよう組織を機能的なものに整備すること 
 ②事業成果をあげるために人員の適正配置を進めること 
 ③法人としての基盤を固めるため積極的に体質改善に努めること 
(2) これらの方向性に基づき，平成 16 年度においては，次項以下に示すような取り組み

を中心として，年度計画で予定された各業務を着実に実施するとともに，教育，研究，

社会貢献，大学運営等の各分野において，法人化を契機とした改革を進めている。特

に，これまで以上に学長がリーダーシップを発揮できるような種々の措置を講ずるこ

とにより，機動的・戦略的な大学運営を行い，教育研究活動を展開している。                        
 
 教育研究等の質の向上に関する業務の実施状況 

(1) 教育面での取り組み 
精選された教育課程を通じて，豊かな教養と高い専門知識を修得して時代の課題に的

確に対応し，広範に活躍する人材を養成するため，主に次のような取り組みを行った。 
   ①全学として，新たな学士課程教育システムを導入し，教養教育と専門教育とを，連

続性・段階性・体系性を有する一貫した教育体制に組み換えるため，平成 16 年度

において大きな改革を行った。具体的には，「分野・水準表示法（ベンチマークシス

テム）」の導入により，教養教育と専門教育が有機的に連携した教育システムを構築

し，「副専攻制度（オナーズプログラム）」の導入により，学生の学習ニーズの多様

化に対応した複線型履修を可能にした。また，これらのシステムを円滑に進めるた

め「全学教育機構」の設置を決定した。 
   ②新潟大学独自の教育プログラムとして，各種ＧＰに採択された「ものづくりを支え

る工学力教育の拠点形成」「裁判と法実務の国際的体験研修プログラム」「法学未修
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者向け導入プログラム開発」を推進した。また，地域を多面的に学ぶことを通し，

広い視野をもち，自ら学ぶ場のアイデンティティを高めるため，全学科目として，

「新潟大学個性化科目」を充実させた。 
 ③学生への就職支援活動を充実させるために，首都圏企業を招致した学内説明会を新

たに開始したほか，県内企業合同説明会，官公庁等説明会を開催した。また，就職

支援提携を結んでいる東海大学との連携を強化し，就職支援機能を充実させた。さ

らに，就職部をキャリアセンターに改編・充実するため，諸準備を行った。 
    ④大学院生の研究活動を支援するため，大学院特別教育経費を新たに措置し，国際会

議への派遣や国際誌への論文投稿への支援を行った。 
(2) 研究面での取り組み                                                          

  伝統的な学問分野の知的資産を継承しながら，総合大学の特性を活かした分野横断型

の研究や世界に価値ある創造的研究を推進するため，主に次のような取り組みを行っ

た。 
 ①プロジェクトを公募により採択し，成果に応じて研究者を時限配置することにより，

学際プロジェクトの振興を図るために設置した「超域研究機構」の充実を行った。

具体的には，平成 16 年度に教員２人，特別研究員３人を配置し，さらに，流動定

員の活用により，平成 17，18 両年度に教員合計 12 人の配置（中期計画期間中に合

計 30 人）を充てることを決定した。 
 ②21 世紀 COE プログラムに採択された「脳神経病理学研究教育拠点形成」を推進す

るため，新たに任期制の教員配置を行うとともに，高速・大容量の情報交換が可能

な情報ネットワーク外部接続環境を整備した。 
 ③「新潟大学プロジェクト推進経費」を拠点形成型の学内競争的資金制度として整備

するとともに，若手研究者の研究助成を充実させた。このことにより，重点支援を

受けた研究者グループの科学研究費補助金をはじめ競争的研究資金採択率がほぼ倍

増した。 
 ④学内の自主的な学際的研究グループの活動を研究拠点に発展させるため，「新潟大学

コア・ステーション」として学長が認定する制度を新たに設けた。 
 ⑤図書館の電子ジャーナルを大幅に充実し，国立大学法人としては第２位のタイトル

数を備えた。さらに，蔵書目録の整備，種々データベースの導入，情報端末整備等

により，アクセス実績が倍増した。 
(3) 社会貢献等の取り組み 

  環日本海地域における教育研究の中心的存在として，産学連携や医療活動等を通じ，

地域社会や国際社会の発展を支援するため，主に次のような取り組みを行った。 
   ①大学や駅南キャンパス（CLLIC）で公開講座，セミナー，講演会，講習会，研修会，

相談事業等を行うとともに，県内自治体と連携を図りながら公開講座，講演会等を実

施し，一部の講座の受講料を無料にした。 
 ②新たに知的財産本部を設置し，産学連携・知的財産・利益相反の３つのポリシーを定

め，さらに発明届けの義務づけ及び知的財産の原則機関帰属，報奨金支払い制度の周

知などを組織的に行った。また，国内特許出願数，技術移転件数，共同研究・受託研

究件数が，いずれも前年度より増加した。 
  ③第四銀行（本店，新潟市）と包括連携協定を結び，大学と同行と企業とのネットワー

クを広く活用し，大学が産学連携相談，技術移転等を行う基盤等を整備した。 
 ④トランスレーショナルリサーチの推進により，高度先進医療として平成 16 年度に新

たに「骨髄細胞移植による血管新生療法」が承認され，合計８件（全国３位）の高度

先進医療の実施病院となった。 
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  ⑤医歯学総合病院における平成 16 年度の延べ患者数は，入院患者 24 万６千人，外来患

者 50 万２千人を数え，新潟県を中心とした地域の特定機能病院として医学・歯学の

両面にわたり医療を提供しており，地域医療機関への情報の提供や病診連携，地域保

健医療福祉機関との連携，医療ネットワーク構築等，地域の医療保健活動支援に取り

組んでいる。 
  ⑥新潟県教育委員会と連携し，県内の高校生を対象とした模擬授業「キミも新大生」を，

大学キャンパスのほか，長岡市と上越市でも実施した。また，県内の高等学校への出

前授業や特設提携講義を行う等，高校と大学との教育連携を図り，大学授業の聴  

講機会の提供に努めた。 
 
大学運営の改善等に関する業務の実施状況 

   学長のリーダーシップの下，機動的・戦略的な大学運営を行うため，次のような取り

組みを中心として，年度計画を着実に実施した。 
(1) 運営体制の整備 
 ①６人の理事が大学の重要事項を適切に分掌するため，「総務担当」「教育担当」「研究

担当」「社会連携・財務担当」「事務総括担当」及び「訟務担当」とするとともに，学

長補佐体制を強化するため，特定の事項に係る全学的な企画立案及び学系等の学内組

織との調整を所掌する「副学長」を５人配置し，それぞれ「病院担当」「評価担当」

「学務担当」「就職・情報化推進担当」及び「産官学連携担当」とした。 
  ②大学運営全般にわたる事項について幅広く協議するために，学長，理事，副学長及び

事務局各部長で構成する「大学運営会議」を設置し，さらに，学長主導により戦略的

施策の企画立案を行うため，学長，理事，評価センター長等で構成する「企画戦略本

部」を設置した。 
 ③企画戦略本部はもとより，国際交流，入試，評価，ＦＤ・ＳＤ，広報等にあたる各セ

ンターを「学長・理事直属組織」として位置付けた上で，これらの業務分野に適正な

人員配置を進めた。これにより，これらのセンターは，学長のリーダーシップの下，

法人の意思決定にとってスタッフ機能を担うことになった。 
(2)「教育研究院」の発足による効率的・機動的な大学運営 
〔全学協力体制の確立〕 
 ①「我が国の高等教育と研究の推進に貢献できる真の総合大学は，部局の壁を超えて全

学一体として機能できる体制を持つことが必須の条件である」との全学的な共通認識

の下，学部及び研究科における教育活動の高度化と研究活動の飛躍的な発展を図るた

め，「教育研究院」制度を平成 16 年４月に正式に発足させた。この教育研究院は，

研究分野ごとに組織される教員の人事単位であり，従来の学部及び研究科所属の教員

を，「人文社会・教育科学系」「自然科学系」「医歯学系」のいずれかの学系に所属さ

せるものである。 
 ②教育研究院における「学系」は，「医歯学総合病院」「脳研究所」等とともに，教員の

所属組織であるとともに，研究を行う組織として位置付け，また，学部及び大学院は，

教員が教育研究院から派遣され，主として学生・大学院生に対し教育を行う組織とし

て位置付けた。 
 ③ このような全学協力体制により，新たな学士課程教育システムの導入などを着実に

進めている。 
〔学系を中心とした効率的・機動的な大学運営〕  
 ①各学系には，学系長，副学系長等で構成される代議員制による「学系教授会議」を置

き，学部等からの教育に係る要請，研究に関すること，教員人事に関すること，予算・
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決算に関すること等を主な審議事項とした。また，「学部教授会」においては，教育

課程の編成，学生の入学・卒業，学位の授与，学生の在籍，賞罰等の主として教育に

関する事項を審議事項とした。このように「学系教授会議」と「学部教授会」の審議

事項を明確に整理することによって，従来の教授会の審議事項を精選した。 
 ②従来学部単位で配分されていた学内予算については，学系単位に配分することとし，

各学系に置かれる「学系長」を，当該学系における意思決定の最終責任者として，適

切な教員配置，戦略的な予算配分を行った。 
〔教員定員の全学的一元化及び流動化による戦略的な人員配置〕 
 ①教育研究院の発足に伴い，全学教員定員を一元化し，教育・研究・社会貢献の各分野

における将来計画に基づいて，重点分野・領域を中心に，全学的な視点から人的資源

を戦略的かつ柔軟に配分できるシステムを構築した。このことにより，教育研究の一

層の活性化・特徴化等を図るための「流動定員」を確保することが可能となった。 
 ②第Ⅰ期中期目標期間中に 90人の教員定員を流動化することとし，平成 16年度には，

学長のリーダーシップの下，流動定員を用いて，「大学院実務法学研究科」に５人，「超

域研究機構」に２人，「入学センター」に１人，「保健管理センター」に１人，「管理部

門」に２人の計 11 人を戦略的に配置した。 
(3) 学外有識者の知見を反映した大学運営 
 ①行政，経済・産業，教育・文化，マス・メディア等各分野の有識者を経営協議会に学

外委員として委嘱し，大学運営の基本方針，予算編成，病院経営，社会貢献活動，管

理運営等の経営全般について審議いただき，幅広く意見をいただいている。平成 16
年度には，大学の活動全般についての積極的な情報発信や同窓会との連携強化（全学

同窓会連絡協議会の発足）などの大学運営に反映させた。 
  ②地域を中心とした社会需要・要請を広く把握し，これを大学運営に積極的に取り入れ

るために，「新潟大学懇話会」を設置している。懇話会は，県内の行政，経済・産業，

教育・文化，マス・メディア等の分野の学外有識者（17 人）及び本学役員，各学系

長等で構成している。懇話会において，様々な視点・角度から有益な意見・要望をい

ただいており，平成 16 年度には，社会連携推進機構の設置や，就職部の機能強化を

行うなど大学運営に反映させた。 
(4) 戦略的・効果的な財政運営 

 〔実効的な予算配分〕 
  学長のリーダーシップの下，評価に基づく資源配分の充実を図るとともに，全学的視

野に立ったダイナミックで機動的な財政運営を行うことを基本方針とした。特に，教

育と研究への支援に，学長裁量経費，学系長裁量経費を確保し，戦略的かつ効果的な

次のような予算配分を行った。 
  ①教育環境の整備を図るため，図書館の電子ジャーナルの充実，空調設備の設置などに

よる教室の環境整備，大学院特別教育経費，その他教育の充実に必要な設備の設置や

購入など，学長裁量経費により措置し，全学の教育環境の改善を進めた。 
 ②教育研究の活性化を図るため，学内公募型の配分予算「教育プロジェクト経費」及び

「研究プロジェクト推進経費」を措置し，教育研究内容・体制の改善充実が期待され

るものや学術の発展が期待されるものに対して戦略的に配分した。 
 ③各組織の活性化を図るため，学系，学部等の学内各部局の業務に対する貢献度を評価

し，その評価に基づき一定の学内予算を傾斜配分する「インセンティブ経費」を新た

に創設し，学長裁量経費のなかに措置した。この制度の運用により，競争的研究資金

獲得額が増加した。 
〔附属病院における自己収入確保のための工夫〕 
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 ①附属病院として健全な経営を行うためには，自己収入の確保が最大の課題であり，こ

のための手段として「成果主義」を導入した。具体的には，年度当初の４，５月分の

診療状況を見極めた上で，平成 16 年度中の目標額に対し，各診療科が「インセンテ

ィブ宣言」を行い，診療科ごとの診療報酬請求額及び患者診療経費に対する責任の所

在を明確にすることとした。 
 ②「インセンティブ宣言」の内容は，各診療科の前年度の診療利益額に対し，基準ライ

ンを超えた場合にインセンティブを付与し，下回った場合にはペナルティを課すもの

である。 
(5) 自己点検・評価体制の充実・強化 
 ①従来，大学全体の自己点検・評価に関する事項は，「全学点検・評価委員会」の審議

事項とされてきたが，法人化を契機として，これまで以上に迅速な意思決定や主体的

かつ機動的な活動が求められていることから，「評価センター」を設置し，自己点検・

評価機能を強化した。 
  ②同センターは，戦略的施策の企画立案のため設けられた学長直属組織である「企画戦

略本部」の下に設置され，評価に関する企画及び調査研究，評価に関する学内各組織

の支援，公平かつ透明性の高い戦略的な資源配分の指針策定等の業務を行う。同セン

ターを中心として，今後ますます多様化・高度化する自己点検・評価に適切に対応す

るとともに，これを大学の教育研究活動の活性化及び運営の改善に繋げていくことと

した。 
 
  以上のように，年度計画を着実に進めたほか，新潟県中越地域の自然災害（7.13 水害，

10.23 中越地震）の発生以来，学長のリーダーシップの下，本学の有する人的・知的資

源を活用し，被災地域における緊急医療，心のケア，地盤調査，農地被害や商工業被害

の調査とその復興計画の立案支援，学生・教職員によるボランティア活動に大学を挙げ

て積極的に取り組んだ。 
 
３．事務所等の所在地 

 新潟県新潟市 
 
４．資本金の状況 

 65,910,401,142 円（全額 政府出資） 
 
５．役員の状況 

 役員の定数は，国立大学法人法第１０条により，学長 1 人，理事６人，監事２人。任期

は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人新潟大学基本規則の定めるところによ

る。 
役 職 氏  名 就任年月日 主な経歴 

学長 長谷川 彰 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年１月 31日

平成 9 年 4 月理学部長 
平成 14 年 2 月学長 

理事（総務担当） 深澤 助雄 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年１月 31日

平成９年 4 月人文学部長 
平成 14 年 2 月副学長 

理事（教育担当） 河野 正司 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年１月 31日

平成 15 年 4 月学長補佐 
平成 15 年 10 月副学長 

理事（研究担当） 板東 武彦 平成 16 年 4 月 1 日 平成 12 年３月医学部副学部長
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～平成 18年１月 31日 平成 14 年 2 月副学長 
理事（社会連

携・財務担当） 伊藤 忠雄 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年１月 31日

平成 11 年 4 月評議員 
平成 12 年 4 月学長特別補佐 

理事（事務総括

担当） 菅原 秀章 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年１月 31日

平成 15 年 10 月事務局長 

理事（訴訟担当） 丸山  正 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年１月 31日

平成 13 年 4 月新潟県弁護士会

会長 
監事（業務監査

等担当） 長谷川義明 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年 3月 31日

平成 2 年 11 月～14 年 11 月 
新潟市長 

監事（会計監査

等担当） 坂井 啓二 
平成 16 年 4 月 1 日 
～平成 18年３月 31日

平成 6 年 10 月監査法人トーマ

ツ代表社員 
 
６．職員の状況 

 教員 1,302 人 
職員 1,154 人 

 
７．学部等の構成 

教育研究院 

人文社会・教育科学系 

自然科学系 

医歯学系 

学 部  

人文学部 

教育人間科学部 

法学部 

経済学部 

理学部 

医学部 

歯学部 

工学部 

農学部 

大学院  

教育学研究科 

保健学研究科 

現代社会文化研究科 

自然科学研究科 

医歯学総合研究科 

実務法学研究科 

附置研究所 

脳研究所 

  附属病院 
  医歯学総合病院 
 附属学校 
  教育人間科学部附属新潟小学校 
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  教育人間科学部附属長岡小学校 
  教育人間科学部附属新潟中学校 
  教育人間科学部附属長岡中学校 
  教育人間科学部附属養護学校 
  教育人間科学部附属幼稚園 
 
８．学生の状況 

 総学生数     15,224 人 
  学部学生    11,026 人 
  修士課程     1,366 人 
  博士課程       886 人 
  専門職学位課程     62 人 
  養護教諭特別別科    49 人 
  附属学校園       1,816 人 
  附属歯科技工士学校  19 人 
 
９．設立の根拠となる法律名 

 国立大学法人法 
 
１０．主務大臣 

 文部科学大臣 
 
１１．沿革 

 昭和 24 年 5 月 新潟大学設置 
 平成 16 年 4 月 国立大学法人新潟大学発足 
 
（人文学部） 
  大正 8 年  新潟高等学校設置 
  昭和 24 年 人文学部設置 
  昭和 52 年 法文学部に名称変更 
  昭和 55 年 人文学部，法学部，経済学部に分離改組 
  昭和 60 年 大学院人文科学研究科（修士課程）設置 
  平成 16 年 大学院人文科学研究科（修士課程）学生募集停止（現代社会文化研究科へ移

行） 
（教育人間科学部） 
  明治 7 年  新潟師範学校設置 
  明治 32 年 新潟県第二師範学校設置（高田） 
  明治 33 年 新潟県女子師範学校設置（長岡） 
  昭和 24 年 教育学部設置 
  昭和 59 年 大学院教育学研究科（修士課程）設置 
  平成 10 年 教育人間科学部設置 
（法学部） 
  昭和 55 年 法学部設置（法文学部の分離改組） 

昭和 50 年 大学院法学研究科（修士課程）設置 
  平成 16 年 大学院法学研究科（修士課程）学生募集停止（現代社会文化研究科へ移行） 
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（経済学部） 
  昭和 55 年 経済学部設置（法文学部の分離改組） 

平成元年  大学院経済学研究科（修士課程）設置 
  平成 16 年 大学院経済学研究科（修士課程）学生募集停止（現代社会文化研究科へ移行） 
 
（理学部） 
  大正 8 年  新潟高等学校設置 
  昭和 24 年 理学部設置 
  昭和 40 年 大学院理学研究科（修士課程）設置 
  昭和 60 年 大学院理学研究科（博士課程）設置 
  昭和 62 年 大学院理学研究科（博士課程）廃止（自然科学研究科へ移行） 
  平成 8 年  大学院理学研究科（修士課程）廃止（自然科学研究科へ移行） 
（医学部） 
  明治 43 年 新潟医学専門学校設置 
  昭和 24 年 医学部設置 
  昭和 30 年 大学院医学研究科（博士課程）設置 

平成 11 年 大学院保健学科設置（昭和 49 年設置の医療技術短期大学部を転換） 
  平成 13 年 大学院医学研究科（博士課程）学生募集停止（医歯学総合研究科へ移行） 
  平成 16 年 大学院保健学研究科（修士課程）設置 
（歯学部） 
  昭和 40 年 歯学部設置 

昭和 47 年 大学院歯学研究科（博士課程）設置 
  平成 13 年 大学院歯学研究科（博士課程）学生募集停止（医歯学総合研究科へ移行） 
（工学部） 

大正 12 年 長岡高等工業学校設置 
昭和 24 年 工学部設置 
昭和 41 年 大学院工学研究科（修士課程）設置 
昭和 61 年 大学院工学研究科（博士課程）設置 
昭和 62 年 大学院工学研究科（博士課程）廃止（自然科学研究科へ移行） 
平成 8 年  大学院工学研究科（修士課程）廃止（自然科学研究科へ移行） 

（農学部） 
  昭和 20 年 県立農林専門学校設置 
  昭和 24 年 農学部設置 

昭和 44 年 大学院農学研究科（修士課程）設置 
昭和 61 年 大学院農学研究科（博士課程）設置 
昭和 62 年 大学院農学研究科（博士課程）廃止（自然科学研究科へ移行） 
平成 8 年  大学院農学研究科（修士課程）廃止（自然科学研究科へ移行） 

（大学院 現代社会文化研究科） 
  平成 5 年 大学院現代社会文化研究科（博士課程）設置 
（大学院 自然科学研究科） 
  昭和 62 年 大学院自然科学研究科（博士課程）設置 
（大学院 医歯学総合研究科） 
  平成 13 年 大学院医歯学総合研究科（博士課程）設置 
  平成 15 年 大学院医歯学総合研究科（修士課程）設置 
（大学院 実務法学研究科） 
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  平成 16 年 大学院実務法学研究科設置 
（脳研究所） 
  昭和 42 年 脳研究所設置 
（医歯学総合病院） 
  明治 22 年 市立新潟病院 
  明治 43 年 新潟医学専門学校附属病院 
  大正 11 年 新潟医科大学附属医院 
  昭和 24 年 医学部附属病院設置 
  昭和 42 年 歯学部附属病院設置 
  平成 15 年 医歯学総合病院に移行 
  
１２．経営協議会・教育研究評議会 

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関） 
（学外委員） 

氏 名 現   職 
飯野 勝榮 株式会社第四銀行取締役会長 
五十嵐幸雄 株式会社新潟日報社相談役 
石井 紫郎 独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター副所長 
大崎  仁 大学共同利用機関法人人間文化研究機構非常勤理事 
小林 俊一 国立大学法人東京農工大学監事，独立行政法人理化学研究所相談役

田村 和子 社団法人共同通信社客員論説委員 
永井 淳夫 新潟経済同友会特別幹事，日本精機株式会社取締役会長 
野本 憲雄 前新潟県文化振興財団専務理事 

  （学内委員） 
長谷川 彰 学長 
深澤 助雄 理事 
河野 正司 理事 
板東 武彦 理事 
伊藤 忠雄 理事 
菅原 秀章 理事 
丸山  正 理事 
下條 文武 副学長 

  
 ○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関） 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 
長谷川 彰 学長 高橋  均 脳研究所長 
深澤 助雄 理事 下條 文武 医歯学総合病院長 
河野 正司 理事 大熊  孝 附属図書館長 
板東 武彦 理事 下條 文武 副学長 
伊藤 忠雄 理事 五十嵐由利子 副学長 
菅原 秀章 理事 濱口  哲 副学長 
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鈴木 佳秀 人文社会・教育科学系長 戸田 光彦 副学長 
田村 詔生 自然科学系長 原  利昭 副学長 
山本 正治 医歯学系長 菅原 陽心 人文社会・教育科学系副学系長 

芳井 研一 人文学部長 大山 卓爾 自然科学系副学系長 
生田 孝至 教育人間科学部長 織田 公光 医歯学系副学系長 
國谷 知史 法学部長 高木  裕 人文学部副学部長 
永山 庸男 経済学部長 森田 龍義 教育人間科学部副学部長 
増田 芳男 理学部長 兵藤 守男 法学部副学部長 
山本 正治 医学部長 佐藤 芳行 経済学部副学部長 
山田 好秋 歯学部長 谷本 盛光 理学部副学部長 
仙石 正和 工学部長 石原  清 医学部副学部長 
鈴木 敦士 農学部長 前田 健康 歯学部副学部長 
藤井 隆至 現代社会文化研究科長 大川 秀雄 工学部副学部長 
長谷川富市 自然科学研究科長 楠原 征治 農学部副学部長 
山田 好秋 医歯学総合研究科長 宮崎 秀夫 医歯学総合病院副病院長 
山下 威士 実務法学研究科長  
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11

「事業の実施状況」
Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上
１．教育に関する実施状況
（１）教育の成果に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○教育の成果に関する実施状況

ア．学士課程

・教養教育と専門教育とを，連続性・段階性・体系性を有する一貫 ・平成17年度からの新しい学士課程教育の実施に向け，全学共通科
した教育体制に組み換え，学士課程教育を充実する。従来の学位 目（教養科目）及び専門科目の科目区分を撤廃し，全ての科目を
を基礎としながら，副専攻制の導入等により，複線型履修を可能 学部が各々の教育課程に応じて「教養教育に資する科目」あるい
とする教育課程を整備する。このため，１６年度においては，課 は「専門教育に資する科目」に位置付けることができる制度を整
題別副専攻 テーマカリキュラム を試行的に導入するとともに 備した。（ ） ，
分野別の副専攻制の準備を進める。 ・全科目に分野と水準を示すコードを割り付け（分野・水準表示法

：ベンチマークシステム ，学生及び教員に授業科目の体系性と）
位置付けを明示する制度を試行的に導入した。

・副専攻制度（オナーズプログラム）のうち「課題別副専攻」とし
て６テーマを先行実施した。また，平成17年度から本格的に導入
する「分野別副専攻」と「課題別副専攻」の13プログラムを決定
した。

・新しい教育課程の編成を行うため，学則の改正と諸規程を整備す
るとともに，各学部で科目区分の廃止に伴う学部規程の改正を行
った。

《１》 教養教育

・教養教育に資する科目を，専門教育と有機的連携を保ちながら学 ・平成17年度の実施に向け，従来の全学共通科目と専門科目の区分
士課程全般を通じて履修する「全学科目」として位置づけ，教養 を撤廃し，各学部は全学で開講されている授業科目を「教養教育
教育の在り方を刷新する。 に資する科目」と位置付けて，教養教育に活用することが可能な

体制を整備した。

「 」 ，「 」・開講実施体制を含めて新たな内実を有する「全学科目」を準備す ・ 全学教育機構 の設置を決定し 全学教育機構設置準備委員会
る。 を設けて 「全学科目｣開設のための規則・規程の整備を含む準備，

作業を行った。

・専門科目の基礎を準備し，その探求方法・技能を修得させ，知的 ・ 大学学習法（スタディースキルズ 」科目を開講し，大学での勉「 ）
関心を培う。 学に向けた転換教育を充実するとともに，専門分野への知的関心

を培う導入科目を整備した。
， ， ，・自然系専門教育の確固たる基礎を準備する目的で 数学 物理学

化学，生物学，地学の各基礎科目の内容の統一性を図り，自然系
共通専門基礎科目として開設することを決定し，その担当体制を
整備した。

・専門的な知識を，広い視野や知見の下で総合的･批判的な視点か ・広い視野や知見を培うために，多分野からの選択が可能な1,084
ら意味づける能力を培う。 科目の「全学共通科目」を開講した。

・全学共通科目の中で，内容を精選した新潟大学個性化科目・主題
科目から，入学生が少なくとも２単位を履修できる科目数を開講
した。

・多様化した高等学校教育から大学教育への転換・導入教育とし ・ 大学学習法（スタディースキルズ 」科目を開講し，大学での勉「 ）
て，また大学院教育に接続する学士教育として，自ら学ぶ能力を 学に向けた転換教育を充実するとともに，専門分野への知的関心
培う。 を培う導入科目を整備した。

・平成17年度に開講する「全学科目」の中で，水準の高い科目を大
学院接続水準科目として位置付けた。

・国際化や情報化の進展する現代において，外国語運用能力や情報 ・外国語運用能力を高めるため，初修外国語教育については，少人
リテラシー（情報を読み解き，運用する能力）について，確かな 数化，集中化，多言語化を図った。また，英語教育については，
基礎を涵養する。 TOEIC試験を活用した習熟度別クラス編成を含む新しい教育体制

の平成17年度実施を決定し，その整備を行った｡
・情報リテラシー科目を全学共通科目の共通基礎科目として開講し
た。

《２》 専門教育

・全学的な開講体制において実施される新たな「全学科目」と有機 ・全学で開講される科目について，分野・水準表示法（ベンチマー
的に連携するものとして位置づける。 クシステム）を試行して科目間の関係を整理し，教育プログラム

の体系化を図る基礎を構築した。さらに平成17年度から，従来学
士課程教育として各学部が自学部生向けに提供していた専門科目
の多くを，原則として他学部学生も履修できる科目と定義して，
すべての授業科目を相互利用できる体制を築いた。

・各学部は，平成17年度実施に向けて，自らの教育理念・目的に基
づいて 全学で開設される科目を 教養教育に資する科目 と 専， 「 」 「
門教育に資する科目」に分類して位置付け，それらを活用して独
自の一貫教育プログラムを構築し，必要な学部規程の整備を行っ
た。

・学士号授与の水準に足る確固とした基礎学力と，複雑化する現代 ・ 卒業論文の作成手引き」を作成するとともに，判定基準を公開「
社会の要請に応えられる実践能力を涵養する。 し，卒業に必要な学力を明確化した。

・社会的要請の高い実践能力を培うため，学部によってＰＢＬ（問
題設定解決型学習法）教育の導入や「学習支援ボランティア」事
業の実施など実践的科目の充実を図った。

・複雑化する社会の要請に応えられる実践能力を培うための複線型
履修を可能にする課題別副専攻プログラム６テーマを開設した。
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年度計画 計画の進行状況

・修業年限内の学士学位取得率を向上させるための体制を整える。 ・ＣＡＰ制に基づく計画的履修を指導する体制を整備した。
・取得単位不足学生の指導を強化するため，担任制，アドバイザー
制度からなるきめ細かな個別対応の制度を整備した。

・単位取得状況を保護者へ通知するなど，保護者との連絡を密にと
り，連携した履修指導を行う体制を整備した。

イ．大学院課程

・いずれの課程においても，伝統的な専門分野だけでは捉えきれな ・大学院の初年次（大学院自然科学研究科では前期課程，大学院医
） 「 」「 」い問題領域や学際的・統合的分野にも対応できる能力を涵養す 歯学総合研究科では博士課程 を対象に 共通科目 総論科目

る。 を設け，学際的・統合的教育を行った。

・特に博士課程（博士後期課程）においては，創造的な研究の指導 ・高い知見と技術を有する高度専門職業人養成に資するため新たに
によって，研究者としての能力を涵養する。 大学院特別教育経費を措置し，大学院生の「国際会議研究発表支

援事業 「論文投稿支援事業」を行い，海外国際会議派遣20件，」
論文投稿25件に支援を行った。

・専門職学位課程においては，批判的検討能力や具体的な問題解決 ・大学院実務法学研究科において，批判的検討能力や具体的な問題
能力を培うことにより 高度専門職業人に必要な能力を涵養する 解決能力を涵養するための授業科目 正義論 比較裁判制度 公， 。 （「 「 」「

法問題発見演習」等）を教育課程の中に取り入れた。

・標準修業年限内の修士・博士学位取得率を向上させるための体制 ・各院生に配置される，主指導教員，副指導教員の複数教員からな
を整える。 る履修指導委員会の機能の整備を図った。

・各研究科の総務委員会などにおいて，標準修業年限内の修士・博
士学位取得率の分析を行い，中間発表会の実施による学位取得要
件進捗状況の確認など，取得率向上のための体制整備を行った。

○卒業後の進路等に関する具体的方策の実施状況

ア．学士課程

・多様な学生の希望・適性等に応じた進路の実現を支援し，教育課 ・就職部においては，学生の関心が高い全国規模の企業が参加する
「 」程に応じて就職先の業種・企業数を拡大するとともに，就職率， 学内企業合同説明会の実施や国立大学では初めての Ｅ Testing

大学院進学率，教員採用試験を含む各種公務員試験や各学部の教 web就職支援ツールの導入など，幅広い就職情報及び各種資格取
育内容と密接に関連する国家試験の合格率を向上させる体制を整 得のための情報収集と学生支援の体制を整備した。
備する。 ・各学部においては，キャリア開発のためのガイダンス・講演会の

実施や各種資格試験等対策講座を開催し，教育課程に応じた就職
先の情報収集，進路指導，教育内容に応じた各種資格取得等を支
援する体制を整備した。

イ．大学院課程

・多様な学生の希望・適性等に応じた進路の実現やキャリアアップ ・大学院課程学生のために就職課と指導教員との連携強化を行っ
（能力開発）を支援し，教育課程に応じて就職先の業種・企業数 た。
を拡大するとともに，就職率，博士後期課程への進学率，教員採 ・各部局においては，指導教員（履修指導委員会）による就職指導
用試験を含む各種公務員試験や各大学院の教育内容と密接に関連 体制の強化や就職担当教授の配置など，教育課程に応じた就職先
する国家試験の合格率を向上させる体制を整備する。 の情報収集，進路指導を行う体制を整備した。

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策の実施状況

ア．学士課程

・教育内容及び成果に関して，在学生，卒業生，就職先企業等への ・教育内容及び成果に関して，在学生，卒業生，就職先企業等への
， 。 ，アンケートを定期的に実施し，教育課程，教育方法等の改善に活 アンケートを実施し その分析を行った アンケート結果を基に

用する。 教育改善策の検討を行った。
・授業評価アンケートを実施し，その結果を公表した。アンケート
結果を基に，個々の教員に対して教育方法改善策を提示させ，組
織としての教育改善策のとりまとめを行った。

・日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）等に対応した分野別教育 ・工学部の４プログラムが，平成15年度に認定審査を受け，平成16
プログラムの充実と認定分野の拡大を図る。 年５月に認定された。平成16年度には，新たに農学部の２プログ

ラムがそれぞれ認定を受け，さらに理学部で１プログラム，工学
部で新たな２プログラムが平成17年度本申請の準備を行った。

・外国語教育については，公的検定試験による教育効果の確認を行 ・平成15年度に試行したTOEIC試験結果に基づいて，在学生の英語
う制度について検討する。 の到達能力を調査し，英語教育改善への応用可能性を検討した。

その結果，TOEIC試験の獲得点数を基にした全学共通の達成すべ
き基準を明示するとともに，習熟度別クラス編成の実施を骨子と
する新授業体系に，平成17年度から移行することを決定した。

・課題別副専攻に英語以外の外国語のプログラムを設定し，各外国
語の公的検定を基準とした達成目標を明記した。

イ．大学院課程

・教育内容及び成果に関して，在学生，修了生，就職先企業等への ・平成17年度前期からのアンケート実施を目指して，実施体制を整
アンケートを定期的に実施し，教育課程，教育方法等の改善に活 えた。また，修了生については平成17年度修了生から実施する方
用する。 向で検討した。

・学外からの評価を仰ぐため 学会誌等への論文の投稿の支援や ・論文投稿支援事業実施要項を策定し，大学院生の研究成果に関， ，
学位論文等の刊行・出版支援等を行う。 する論文投稿に要した費用を支援する制度を整備し，25件に対し

て支援を行った。
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（２）教育内容等に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策の実施状況

・本学の教育理念・目標にふさわしい，豊かな資質を持つ多様な学 ・副学長をセンター長とし，学内協力教員（教授）３人から構成さ
生の受入が可能となるような適切な入学者選抜を実施するため， れる入学センターに新たに専任助教授１人を配置し，センターの
入学センターを整備する。 体制を整備した。

・入学センターでは，入学試験に関わる情報を一元的に管理できる
体制を整備し，各部局等にデータの提供を開始した。

・入学センター，入試課，広報委員会とが連携し，東京及び近隣６
県での学外説明会の実施，広報ビデオの制作などを行い，より効
果的な入試広報の検討を開始した。

・法律改正を受けての，入試情報を含む個人情報の開示請求に対応
， ， 。する体制の整備についても 関係部局とともに 検討を開始した

・社会人 留学生等多様な社会的背景を有する学生に門戸を開放し ・社会人，留学生，中国引揚者子女等に対する入試，専門高校・総， ，
特に大学院課程では，専門職業人教育，リカレント教育，研究者 合学科卒業生選抜，日韓共同理工系学部留学生事業，第３年次編
養成教育等，多様な教育機能に対応した入学者選抜を実施する。 入学選抜を実施した。また，今年度は，学則改正に伴い再入学等

の学部細則を整備した。
・大学院においては多様な社会的背景を有する学生に門戸を開放す
るため，高度専門職業人教育，リカレント教育，研究者養成教育
・現職教員教育等を実施した。

・修士課程では社会人の入学を奨励するため，インターネットや
ＤＶＤによるバーチャル講義を充実させた。

・大学院課程への飛び入学を推進し，高い能力や豊かな資質を有す ・大学院課程への飛び入学制度を推進するため，関連する学部の早
る学生を選抜する制度を充実する。 期卒業制度を整備した。

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策の実施状況

・従来型の教養科目と専門科目との区分を廃し，両者を新たに有 ・平成17年度からの新しい学士課程教育の実施に向け，全学共通
機的に連携させた 全学科目 を安定して開講する制度を整える 科目（教養科目）及び専門科目の科目区分を撤廃し，全ての科目「 」 。
その中で，各学部の教育目的の達成に必要な全学科目の企画・実 を学部が各々の教育課程に応じて「教養教育に資する科目」ある
施体制を整える。 いは「専門教育に資する科目」に位置付けることができる制度を

整備した。
・全科目に分野と水準を示すコードを割り付け（分野・水準表示法
：ベンチマークシステム ，学生及び教員に授業科目の体系性と）
位置付けを明示する制度を試行的に導入した。

・新しい教育課程の編成を行うため，学則の改正と諸規程を整備す
るとともに，各学部で科目区分の廃止に伴う学部規程の改正を行
った。

・教養教育として，学士課程初年次生向けには 「新潟大学個性化 ・初年次向けの科目として，22科目の「新潟大学個性化科目 ，９， 」
科目 （ 新潟学」等，新潟大学でのみ学ぶことができる科目 ， 科目の「情報リテラシー教育科目」を開設するとともに，高大接」「 ）
情報リテラシー教育科目，高大接続の観点を重視した転換・導入 続の観点を重視した転換・導入教育科目として，専門教育への接
教育科目を充実するとともに，高年次における「教養教育」を充 続性を重視した「大学学習法」を充実した。
実して，学士課程を通じた教養教育を行う。 ・従来，高学年次向け教養科目として開設されていた科目に加え，

平成17年度から，全学で開設される授業科目を各学部が教育課程
に応じて教養教育に取り入れることを可能とし，専門分野外の科
目を含め体系的に教養教育を実施する体制を整えた｡

・既修得内容と達成度に応じて，学生が適切な授業科目を選択でき ・授業科目の体系化を図るため「分野・水準表示法」を試行的に導
るように，授業科目の体系化を図るとともに，学生の多様な関心 入し，学生が既修得内容と達成度に応じて適切な授業科目を選択
と資質に即した複線型履修方式を導入し，成績優秀者については できるようにした。
発展的学習が可能になるカリキュラムを提供する。 ・発展的学習が可能な複線型履修方式として，成績優秀者（ＧＰＡ

2.5以上）の学生を対象に，主専攻とは別に一定以上の体系的履
修を行ったものを認定する「副専攻制度」を設け，副専攻制度の
うち「課題別副専攻」として６テーマを先行実施した。

・外国語教育については，目的・用途に応じた選択的学習が可能と ・初修外国語の少人数化，集中化，多言語化を図り，それぞれにつ
なるように，既修外国語（英語）の重点的学習体制を整備すると いて習熟度別に学習機会を選択できる制度を実施した。
ともに，初修外国語の開講形態を改革し，多様な外国語科目を開 ・既修外国語（英語）について，TOEIC試験を導入し，全学共通に
設する。また，いずれの外国語教育においても，目的に応じて選 達成すべき基準を明示するとともに，習熟度別クラスの編成を骨
択的に高度運用能力を修得できる制度を整備する。 子とする英語教育改革案の検討を行い，平成17年度から実施する

ことを決定した｡
・平成17年度から，課題別副専攻として，各外国語の公的検定を基
準とした達成目標を明記した外国語の６プログラム（英語，ドイ
ツ語，フランス語，ロシア語，中国語，朝鮮語）を設定し，多様
な外国語について高度な運用能力を養成する教育体制を実施する
こととして，カリキュラムの整備を行った。

・卒業後のキャリア形成を念頭に置いたカリキュラムを開発する。 ・各界で活躍している者を講師とする科目「わが学問・教育」など
やキャリア意識形成教育を目的とした演習「大学生活を考える」
など，キャリア教育を目的とする多様な科目を開講した

（ ） ，・学部学生 主として３年次 を対象にインターンシップを実施し
329人の学生が参加したほか，カリキュラム外として就職部が開
設した「キャリアインターンシップ」に56人の学生が参加した。

・学士課程カリキュラムと大学院課程カリキュラムの接続性を高め ・分野・水準表示法を整備し，大学院とのカリキュラムの接続を意
るとともに，他大学出身者・留学生・社会人等に対し，教育課程 識した難易度を明示して，科目の開設体制を整えた。
の系統性・段階性を明示する。 ・多様な経歴を有する学生の履修計画を容易にするために，主専攻

， ，プログラムのコアカリキュラムの整備を行い 授業科目の系統性
段階制を明示した。

・学部，大学院のシラバスを一層充実し，学務情報システムで公開 ・シラバスの記載項目として，新たに分野コードと水準コードを追
する。 加し内容の充実を図り，学務情報システムにおいて公開した。
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年度計画 計画の進行状況

○授業形態，学習指導法等に関する具体的方策の実施状況

・高大接続を円滑に進めるため，学士課程の初年次に，スタディス ・専門教育接続型の大学学習法（スタディースキルズ）科目を必修
キルズ（大学学習法）に関する科目を置き，これを必修科目とす 科目として開設し，内容の充実を図った。
る。

・双方向型，多方向型授業の導入・充実を図るとともに，少人数教 ・演習科目を中心に少人数教育を実施し，双方向型，多方向型の授
育を充実する。 業の充実を図った。

・大学教育開発研究センターで，授業の双方向性を高める授業技術
を取り入れることを目的とした公開授業研究会を実施した。

・国際化に対応する能力を涵養するため，英語による講義・演習を ・英語による講義や英文の文献を活用した演習科目を充実させた。
充実する。

・ＣＡＰ制（履修登録単位数上限制）の実施，県内大学間や放送大 ・ＣＡＰ制を導入・実施した。
学等との単位互換制度の充実，ｅ－ラーニング（インターネット ・県内国公私立大学や放送大学との単位互換制度を充実させた。
を用いた教育）等のＩＴ技術を駆使した授業の導入，ティーチン ・e-Learning，ＳＣＳ（スペース・コラボレーション・システム）
グアシスタント制度（学部学生に対する教育補助業務等に大学院 などＩＴ技術を駆使した授業を導入・実施した。
学生を活用する制度・ＴＡ）の充実等を図る。 ・ＴＡ制度の充実を図り，多人数授業，演習，実験・実習科目など

に任用した。

（ ） ，・学部等の教育プログラムにインターンシップ制度（就業体験を通 ・学部学生 主として３年次 を対象にインターンシップを実施し
じて実社会の課題を学修する授業）を導入・充実するとともに， 329人の学生が参加したほか，カリキュラム外として就職部が開
大学院教育への導入を検討する。 設した「キャリアインターンシップ」に56人の学生が参加した。

・大学院でのインターンシップ科目の開設を検討した。その結果，
博士前期課程において，インターンシップ科目を開設し，７人の
学生が参加した。

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策の実施状況

・成績評価の公正を維持するための組織を設置し，あわせて，学士 ・全学教育機構設置準備委員会において，学士課程におけるＧＰＡ
課程におけるＧＰＡ制度（全履修科目の成績評点の平均値 制度の全学統一を検討し，平成17年度から統一した計算方式を導
(GradePointAverage)を用いた成績評価方法）を統一した計算 入することを決定した。
方法で導入する。 ・平成17年度発足の全学教育機構に設置する授業科目開設部門にお

いて，成績評価の標準化を図ることを決定した。

・授業の目的，到達目標，成績評価の基準，過去の試験問題とその ・授業の目的，到達目標，成績評価の基準については，学務情報シ
成績分布をシラバス等で公表し，学生の履修計画に供する。 ステム電子シラバスに明記，公開した。

・再試験等の実施基準を明確にし 成績評価のガイドラインを作成 ・個々の授業科目の成績評価基準は，シラバスで明示しているが，， ，
公表する。 再試験については「全学共通科目の区分に関する規則」で実施基

準を定め運用した。また，平成17年度に「全学科目」が設定され
ることに伴う全学共通の実施基準についても検討した。

・修士号や博士号の学位授与については，審査の厳格性と審査過程 ・審査基準，手続などについて，学生便覧などで公表するとともに
の透明性を確保するために学位取得の手続，授与の方針と審査基 学生に周知した。
準を明確にし，公表する。

・学外や課外での学生の活動を奨励し 適切な範囲で単位化を図る ・学生委員会で災害復旧関係等のボランティア活動を奨励するとと， 。
また，国内外の高等教育機関で学生が取得した単位について，そ もに，学生ボランティアによる震災ボランティア本部の活動に対
の内容に応じて，本学の教育課程の単位として認定することを推 して，学長による表彰を行った。
進する。 ・入学前に他の高等教育機関で修得した単位認定について，規程を

整備し実施した。
・留学中に国外で修得した単位の認定について学則で規定し，平成
16年度は人文，法，経済，医の４学部で実施した。

（３）教育の実施体制等に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○適切な教職員の配置等に関する具体的方策の実施状況

・学部・大学院を越えて教員を一元的に組織し，専門性に応じて人 ・従来学部，大学院研究科に所属していた教員が人文社会・教育科
文社会・教育科学系，自然科学系，医歯学系の３学系に再編した 学系，自然科学系及び医歯学系の３学系のいずれかに所属し，さ
教育研究院を整備・充実し，学部・研究科の教育に対応しつつ， らに，各学系に置かれる専門分野ごとに編成された５～６系列の
教育研究の展開状況に応じて教職員の配置の見直しを行う。 構成員となることとした教育研究院制度の整備を行い，本格的運

用を開始した。

・ 全学科目」については，原則として超域研究機構等に所属する ・平成17年度以降，授業科目は全学的なものと位置付け，各学部の「
教員を除く全教員が担当するものとする。 要請に基づき，学部などと協議の上，授業開設計画を策定し，教

育研究院が授業担当教員を派遣する制度を整備した。

・教養教育と専門教育との有機的な連携を目指し，全学教養教育実 ・全学教養教育委員会及び教養教育実施委員会を廃し，４部門から
施委員会や大学教育開発研究センター等を教養教育の企画・立案 なる全学教育機構の設置に向け，全学教育機構設置準備委員会を
・実施組織へと再編する。 発足させ，機構長，部門長候補者の人選を含め，全学教育機構の

体制を整備した。
・大学教育開発研究センターを，中長期的教育改革を検討するとと
もに，教養教育の企画・立案・実施組織として整備した。
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年度計画 計画の進行状況

○教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策の実施状況

ア．教育支援施設・組織の活用・整備

・附属図書館，総合情報処理センター，あさひまち展示館（新潟大 ・附属図書館，総合情報処理センター，あさひまち展示館を学術情
学旭町学術資料展示室）を，有機的に連携する組織（学術情報基 報基盤機構として再編成した。
盤機構）として再編成し，教育研究活動に対する効果的・効率的 ・教育研究活動に対する一層効果的・効率的な情報サービス運営を
な情報サービス運営を図る。 図った。

1)学部等の教育及び学生の自学自習に対する附属図書館の支援機 ・学部等の教育支援を充実するため，文献情報ガイダンス，スタデ
能を充実する。 ィースキルズ授業への出張サービス等を行った。

・学生の自学自習支援を充実するため，ＰＣ自習室の充実などの環
， 。境整備 開館時間の繰り上げなどによる利用形態の整備を行った

2)全学的な情報基礎教育を充実するため，総合情報処理センター ・総合情報処理センター専門スタッフとして，従来の専任教員２人
の機能を充実する。 （講師，助手）に加え，平成16年度から助教授１人を新たに配置

し，情報基礎教育の充実を図るための体制を強化した。

3)あさひまち展示館における，学術資料・標本等の系統的・体系 ・あさひまち展示館では，各学部等で所蔵している学術資料・標本
的な収集・整理及びその公開を進め，学生や市民の体験的学習 等の調査・収集・整理を行った。
の場としての機能を充実する。 ・所蔵する資料・標本等を広く学生や市民に公開し，土製まがたま

， ， ，作り教室 拓本教室 新潟街なか化石探検等のイベントを開催し
体験的学習の場としての機能の充実を図った。

・アイソトープ総合センター，機器分析センター等と学部・研究科 ・アイソトープ総合センターでは，医学部及び歯学部のＲＩ学生実
との連携を密接にし，教育支援組織として活用する環境を整備す 習に協力し，ＲＩに関する講義，実習指導及び実施に当たっての
る。 ＲＩ施設・実習機器の整備を行った。

・機器分析センター所属の各機種の利用を図るため，学生・大学院
生向けの講習会を実施した。

・留学生交流，学術交流等を通じて国際交流教育についての環境整 ・留学生センターを改組して，国際センターを設置し，国際交流教
備を図る。 育を進めるための環境整備を図った。

・母国で社会人経験をもつ留学生と協力し，教員，留学生，日本人
学生が交流しつつ学ぶ教育を行った。

イ．教育支援設備の活用・整備

・既設の学務情報システムの充実を図り，履修手続き等の利便性を ・既設の学務情報システムの操作性・利便性を高めるため，履修サ
高める。 ーバ・シラバスサーバを増強した。

・講義室の情報ネットワークの整備等，常に最適な教育環境を提供 ・講義室への無線ＬＡＮや情報端末の整備，ＤＶＤ教材の対応機器
すべく，教育設備等の整備を進める。 の導入など新しい教育設備の整備を進めた。

・教室の照明環境の改善やグラウンドの排水性の向上など既存の教
育環境の整備を行った。

・双方向型・多方向型授業や少人数教育のための講義室・演習室等 ・各部局において，テレビ会議システムの設置やＳＣＳ（スペース
の整備を行う。 コラボレーションシステム）など，双方向型・多方向型授業のた

めの設備の設置や，少人数教育のための講義室・演習室等の整備
を行った。

・講義室の利用については，稼働率・利用状況の調査を踏まえ，全 ・講義室，研究室の利用状況を調査，把握し，授業で恒常的に使用
学的な観点及び学系の共同利用に配慮して効果的・効率的に利用 している曜限や室名を明確にし，全学・学系での利用のための具
可能な体制を整備する。 体的な手続きについて検討した。

・教育環境の向上を図るため，年次計画を立てて講義室等の冷暖房 ・講義室等の冷暖房設備の設置年度計画を策定し，年次計画に従っ
設備を整備する。 て講義室等の整備を行った。

○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策の実施状況

・評価に関する全学の基本方針の策定を検討する。 ・企画戦略本部において，評価に関する全学の基本方針の策定につ
いて検討した。

・学部等は，個々の組織の特性に応じた評価基準・評価項目を策定 ・学部等では，個々の組織の特性に応じた評価基準・評価項目を策
した上で，学生による授業評価を実施し，その評価結果を公表し 定した上で，学生による授業評価を実施し，その評価結果を公表
て，各教員の授業内容の改善を促す体制を確立する。 した。授業評価アンケート結果に基づいて教員に対して改善策を

提示するしくみの整備を目的に，授業に対する教員による自己評
価を実施し，改善策の提示を試行的に実施した。また，授業評価
アンケート結果を基礎に組織としての教育改善評価を実施した。

・在学生，卒業生，就職先企業等へのアンケート等により，学士教 ・教育内容及び成果に関して，在学生，卒業生へのアンケート及び
育等の達成度（満足度）を調査し，その結果を教育目標の見直し 就職先企業等へのアンケートを実施し，その分析を行った。アン
やカリキュラム改革に反映させる。 ケート結果を基に，教育改善策の検討を行った。

・授業評価アンケートを実施し，その結果を公表した。アンケート
結果を基に，各教員に対して教育方法改善策を提示させるととも
に，組織としての教育改善策のとりまとめを行った。

・学務情報システムを利用し，学生の成績評価等を調査・分析する ・セメスター別及び累積ＧＰＡ表示を含む成績表を活用して，担任
体制を整える。 制・アドバイザー制を組み合わせて，学生個別に履修指導を行う

体制を整備した。

， ，・ＦＤ(FacultyDevelopment：教員の教育資質の向上，教育の改善 ・大学教育開発研究センターでは 全学ＦＤ講演会を計３回開催し
に向けた組織的取組)，ＳＤ（StaffDevelopment：教員と職員双 延313人の参加者を得た。また，ＦＤ活動の一環として公開授業
方の教育資質の向上に向けた組織的取組）を通じて，学生に対す 研究会などを開催し，合計34人の参加を得た。
る教職員の対応や教職員の専門性の向上を図る。 ・各学部等では，計64回のＦＤと32回のＳＤを開催した。

・保健管理センターでは，計５回のＳＤ講演会を開催し，延260人
の参加者を得た。



16

年度計画 計画の進行状況

・教育の質の改善を効果的・効率的に進めるため，意欲ある教員に ・インセンティブ経費として，教育業績などに応じた予算の傾斜配
インセンティブを与える等，様々な方策を導入する。 分を導入した。

・全学共通科目及び特定の学部において，教育褒賞制度を実施する
とともに，平成17年度から新学士課程教育システムへ移行するこ
とに伴い，全学的観点での教員褒賞制度の実施方法を検討した。

○教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策の実施状況

， ，・教育の質の向上を図るため，全学的なテーマによるＦＤを実施す ・大学教育開発研究センターでは 全学ＦＤ講演会を計３回開催し
る。 延313人の参加者を得た。また，ＦＤ活動の一環として公開授業

研究会などを開催し，合計34人の参加を得た。

・初任者研修ＦＤを義務づけ，教育システムに関する周知徹底を図 ・平成17年度実施に向けて，新潟大学の教育システムの周知，教員
る。 倫理の確認，教員としての心身の健康管理などを含む，初任者教

員研修プログラム案を作成し検討した。

・各学部等で実施されているＦＤを，必要に応じて事務職員等を交 ・平成17年度に発足する全学教育機構に教育支援部門を設けること
えたＳＤに再編し，教職員が連携して教育改善に携わる体制を整 を決定し，各学部で開催されているＦＤの位置付けを含め，ＦＤ
備する。 ／ＳＤをプログラム化して実施する体制を構築した。

・大学教育開発研究センターの機能を充実し，教材，学習指導法等 ・大学教育開発研究センターを，平成17年度に設置する全学教育機
に関する研究開発を行うとともに，ＦＤの実施に関する中心的役 構の教育企画部門と教育支援部門と連携して，教材及び学習指導
割を担う組織とする。 方法など授業改善を進める組織として位置付けるとともに，同セ

ンターを中心として教育プログラム化したＦＤ／ＳＤを行う組織
体制を整備した。

・教員が開発した優れた教材を蓄積（ライブラリー化）し，その共 ・大学院「共通科目」授業などの映像資料のアーカイブ化，視覚教
同開発，共同利用を進める。特に地域特性を踏まえた講義（ 新 材のライブラリー化を進めた。「
潟学 ）等の教材を学内外へ公開することを検討する。」

○学内共同教育等に関する具体的方策の実施状況

・大学教育開発研究センターの機能として，大学教育に関わる評価 ・大学教育開発研究センターにおいて，大学教育に関わる評価に関
に関する研究，教育支援に関する研究 「全学科目」に関わる企 する研究，教育支援に関する研究 「全学科目｣に関わる企画・調， ，
画・調整支援を充実させる。 整支援を充実させるための計画の策定を行った。

・各学部等の開講科目を必要に応じて全学に開放し，学生の複線型 ・各学部等の授業科目に分野・水準表示法を試行的に導入し，全学
履修を可能にするような共同教育体制を整備する。 に開設する科目を明確にした。

・複線型履修のうち「課題別副専攻」６テーマを先行実施したが，
その実施に当たり，各副専攻プログラムごとにコーディネータ教
員を決め，共同教育体制を構築した。

・外国語教育・情報教育については 全学共同教育体制を強化する ・平成17年度から発足する全学教育機構の授業科目開設部門の下の， 。
委員会として，外国語及び情報教育の実施体制を決めた。

・外国人教師を大学教育開発研究センターの外国人教員として再配
置し，全学の外国語教育を担当させ，外国語教育の全学共同体制
を強化した。

○学部・研究科等の教育実施体制等に関する実施状況

・教養教育に資する科目を，専門教育と有機的連携を保ちながら学 ・全学共通科目（教養科目）と学部専門科目を固定的に区別するこ
士課程全般を通じて履修する「全学科目」として位置づけ，教養 とを廃止し，すべての科目を「教養教育に資する科目」あるいは
教育の在り方を刷新する。 「専門教育に資する科目」に位置付けた。

・全科目に分野と水準を示すコードを割り付け（分野・水準表示法
：ベンチマークシステム ，授業科目の体系性と位置付けを明示）
する制度を導入し，教養教育の在り方を刷新した。

・学士課程教育については，従来の学位を基礎としながら，副専 ・副専攻制度（オナーズプログラム）のうち「課題別副専攻」と
攻制の導入等により，複線型履修を可能とする教育課程を整備 して６テーマを先行実施した。また，平成17年度から本格的に
する。また，大学院課程については，医学・工学・法学・経営 導入する「分野別副専攻」と「課題別副専攻」で新たに13プロ
学等を融合する教育課程の設置等，新たな社会的ニーズに対応で グラムを決定した。
きるよう高度専門職業人を養成する教育課程の整備を進める。 ・新しい教育課程の編成を行うため，学則の改正と諸規程の整備

を行った。
・大学院自然科学研究科・大学院現代社会文化研究科の間でMOT関
連大学院の設置についての具体的検討に着手した。あわせて，研
究科に繋がる課題別副専攻プログラムのテーマの一つに「MOT基
礎」を設けた。

・工学部で採用されている優れた教育業績を挙げた教員に授与す ・全学共通科目及び工学部で実施している教育褒賞制度を基に，
，る「教育賞」を充実・発展させるとともに，同種の制度の導入 平成17年度からの新学士課程教育システムへ移行するに伴って

を他の学部等でも検討する。 更に充実・発展させた全学的観点での教員褒賞制度の実施方法
を，全学教育機構準備委員会の作業グループで検討した。

・特に大学院生について，国際会議への参加・発表を促進する。 ・大学院生の国際学会への参加を支援し，高い知見と技術を有す
る高度専門職業人を育成するため，新たに「国際会議研究発表
支援事業」を実施する経費として，大学院特別教育経費から
3,800千円を重点的に措置し，平成16年度は海外派遣20件の支援
を行った。
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年度計画 計画の進行状況

・学外の補助事業等に採択された教育プログラムについては積極 ・新潟大学・長崎大学・富山大学の三つの工学部が共同申請した
的に支援するとともに，事業の成果を教育課程，教育方法の改 教育プログラムが「特色ＧＰ」に採択され，その活動の促進を
善に活用して特色ある教育を推進する。 目的に「工学部附属工学力教育センター」を設置した。

・平成16年度法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムに２
件採択されたことから，３年計画で実施されるプログラムの開
発に着手した。

・ ４年次を対象とする教育実習カリキュラムの開発研究」が教育「
大学協会プロジェクト研究に採択され，学習支援ボランティア事
業を促進した。

（４）学生への支援に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策の実施状況

・担任制・アドバイザー制等の導入・充実やオフィスアワー・面談 ・各学部において，担任制やアドバイザー制，オフィスアワー・面
時間等の設置により，各教育プログラムレベルで，きめ細かな対 談時間の設置等を整備・充実した。
面型の履修指導ができる体制を整備・充実する。

・教育プログラムごとに，ガイダンス方法を改善し，履修指導体 ・教育プログラムごとに，それぞれの履修基準についてのみでな
制上で生じた問題点を集約して，指導体制の改善につながるシ く，より多様な，また高度な教育内容についての履修ガイダン
ステムを開発・導入する。 スを実施した。また，各種資格取得のための基準等についても

ガイダンスを行うなど，ガイダンス方法の改善を行った。
・履修指導委員会，学生生活委員会，学生との懇談会，就職厚生
委員会，実習委員会等の設置により，学生の履修・勉学状況及
び生活環境上の問題点を把握するとともに，履修指導体制を改
善した。

○進路支援等に関する具体的方策の実施状況

・就職部をキャリアセンターに改編・充実するための検討を行う ・就職部のキャリアセンターへの改編を決定し，専任教員を配置
とともに キャリアセンター化を視野に入れて就職部を充実する することとした。， 。

・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを中心に，学生による起 ・平成16年度にベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ＶＢＬ）
業を全学で支援する。 を設置し，運営を開始した。

・ＶＢＬ研究機関研究員を採用し，大学院自然科学研究科等の教
員と協力して，学生の起業を支援する全学的体制の整備を検討
した。

・学部等の教育プログラムを担当する教職員が，進学情報を提供 ・各学部・研究科において，学務委員会や学生支援専門委員会等
し，進学相談に応じる体制を整える。 により進学資料や指導体制を整備した。

・進学相談の実施を行うため，就職部の「相談部門会議」に担当
委員を配置し，各学部・研究科の学生に個々の状況に即して相
談に応じる体制を整備した。

○生活相談等に関する具体的方策の実施状況

・保健管理センターや学生相談室等の全学組織と個々の教育組織 ・学生相談連絡会議で学部間及び学部と保健管理センター間の連
及び教職員とが密接に連絡をとりながら 相談体制を整備する 携に基づく相談体制のあり方を検討した。， 。

・学部等では，学生ごとに履修指導委員会等を設置し，生活相談
に応じ，また，学務委員会が学生のケアを行うなど，多様な相
談体制を整備するとともに，必要に応じて保健管理センターで
のケアと連携できるよう体制を整備した。

・セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害を予防する施策をと ・ セクシュアル・ハラスメントの防止」についてホームページに「
るとともに，事件や事故が起こった場合に迅速かつ適切に対応 掲載するとともに，学生用リーフレットを作成，配付し，セク
できる体制を整備する。 シュアル・ハラスメント等の人権侵害の防止に努めた。

・部局内に人権問題委員会等対応窓口を設け，人権侵害を防止す
るとともに，事件や事故が起こった場合に迅速かつ適切に対応
できる体制を整備した。

・学生の課外活動・ボランティア活動等の自主的活動を支援する ・環境整備や災害救援募金活動など，学生の自主的活動の提案実
。体制を充実する。 現に向けて関係教員や担当課の日常的学生指導体制を整備した

・災害（水害・地震）ボランティア活動の拠点提供や現地への送
迎バスの提供などの物質的支援を行い，ボランティア活動の支
援体制を充実させた。
・サークルリーダー合宿研修を実施するなど，課外活動を支援す
る体制を充実させた。

○健康管理に関する具体的方策の実施状況

・教職員と密接に連絡をとりながら，保健管理センターが健康診 ・産業医による定期健康診断等の健康診断種目及び検査項目の見
断・健康相談業務を充実し，健康医学教育を推進する。 直しや新規雇入時健康診断の実施などにより，教職員の健康診

断の充実を図った。
・ＳＤ講演会，心の健康セミナー，健康セミナーや，全学共通科
目での授業により健康医学教育を推進した。
・専任の精神科医１人を増員し，精神面の相談業務の充実を図っ
た。
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年度計画 計画の進行状況

○経済的支援に関する具体的方策の実施状況

・各種奨学金制度，授業料免除制度等の活用やアルバイトの斡旋 ・4,600人を超える独立行政法人日本学生支援機構奨学生及び約
等により，経済的に困難な優秀学生を支援する。 200人の地方公共団体，民間育英奨学団体の各種奨学生の奨学金

給付を支援した。
・全学生の約１割弱に授業料免除を実施したほか，７.13水害及び
中越地震の被害を受けた学生のうち102人に対して後期分の授業
料を免除した。
・新潟大学奨学金の充実及び授業料免除基準等について学生委員
会で検討した。
・年間1,200件を超えるアルバイトの斡旋を行った。

・各種奨学金制度の活用を促進するため，奨学金制度の周知を図 ・ホームページ，学務情報システム「掲示物閲覧」及び各学部等
るとともに，新たな奨学金獲得のための支援体制を整える。 の学生掲示板の活用により各種奨学金制度の周知を図った。

・学生寮や福利厚生施設等の整備に関する基本計画を策定し，学 ・大学全体の設備整備計画を踏まえ，厚生施設・体育施設・課外
生の生活環境を整備する。 活動施設等の整備に関する基本計画を策定した。

・上記策定計画に基づき，厚生センターのバリアフリー化やサッ
カー・ラグビー場等の整備を行った。

○社会人・留学生等に対する配慮に関する実施状況

・社会人や留学生 編転入学生 帰国子女 中国引揚者等子女等 ・学生支援連絡会議で，学部間の連携を図って適切な支援体制の， ， ， ，
一般学生とは異なる社会的背景・条件等を有する学生に対して あり方を検討した。，
学習・生活両面で支援する体制を整備する。個別にガイダンス ・国際センターでの留学生に対する日本語課外補講や，各学部で
を実施して大学生活全般に関する情報を提供するとともに，必 の総合高校卒業生，社会人や編転入学生に対する補習授業など
要な場合には補習授業を行い，また適切な助言ができる相談体 を実施し，学習面での支援を行った。
制を整備する。 ・各学部においては，個別の履修特別ガイダンスや定期的な懇談

会の実施など，相談を受け，助言を与える体制を整備した。

・国際センターにおいて，日本語・日本事情に関する教育，留学 ・国際センター教員の２人増員を生かして，日本語・日本事情に
生の大学生活の支援，短期留学プログラムの企画運営を行う。 関する教育，留学生の大学生活の支援，短期留学プログラムを

企画しその充実を図った。

・留学生，帰国子女，中国引揚者等子女等，日本社会の習慣や慣 ・国際センターでは，合宿研修等を実施し，日本人学生を交えた
習に馴染みが薄い学生に対しては，学業だけでなく，日常生活 留学生同士の異文化交流を図った。
等でも，異文化交流の観点に立った指導を充実する。 ・学部では，担当の学務委員やアドバイザリー教員等を配置し，

個別指導体制により日常生活等を含めたきめ細かな指導ができ
る体制を整備した。
・留学生に対するチュータ制度の点検を行い，チュータ活動の活
性化・実質化を図り，日常生活における学生間の異文化交流を
充実させた。

・長期履修生制度や１４条特例等を積極的に活用し，社会人の学 ・社会人，現職教員に対し長期履修制度及び14条特例を積極的に
習ニーズに応える。 活用し，学習ニーズに応えた。

・教育訓練給付制度を一層活用し，指定講座を充実する。 ・社会人大学院生が，厚生労働省の教育訓練給付制度を活用でき
るようにするため，既に指定講座となっている「大学院経済学
研究科経営学専攻ビジネスマネジメント短期プログラム」等の
継続指定を受けるとともに 「大学院現代社会文化研究科現代マ，
ネジメント専攻博士前期課程」の講座について新たに指定を受
けた。

２．研究に関する実施状況
（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○大学として重点的に取り組む領域に関する実施状況

・教育研究院の人文社会・教育科学系，自然科学系，医歯学系にお ・学内公募型競争的資金制度（新潟大学プロジェクト推進経費）の
いて，それぞれの独創的で特徴ある研究を推進する。 実施において学系単位，もしくは複数学系の研究分野にわたる大

型プロジェクトの公募・選定を行い，独創的で特徴ある研究を中
心に採択した。研究拠点形成のための大型研究費と若手研究者奨
励研究費を設けた。

・各学系では，学系長裁量経費を設け研究プロジェクトを支援し，
，「 」その結果 大域的文化システムの再構成に関する資料学的研究

「次世代情報ネットワーク（アドホック通信 「腎臓病研究」な）」
どの特徴ある研究が推進された。

・超域研究機構において，次世代の研究分野の開拓を目指した先端 ・超域研究機構では，先端領域での分野横断型研究拠点形成を促進
領域での分野横断型の研究を推進する。 するため，15プロジェクトを採用し，２プロジェクトに対して任

期制教員（教授１，助手１ ，３プロジェクトに対し特別研究員）
の配置を行うとともに，７件に対してプロジェクト推進経費に
よる助成をあわせて行った。

・中核的研究拠点として発展を続ける脳研究所附属統合脳機能研 ・21世紀COEプログラム「脳神経病理学研究教育拠点形成」を支援
究センター及びテレメディシン（デジタル臨床医療）構想の一 するために，任期制の教員配置（助手１）を行い，情報インフ

， （ ）環である２１世紀ＣＯＥプログラム脳神経病理学研究教育拠点形 ラとして 高速・大容量の情報交換が可能な１Gbps従来の10倍
成プロジェクトを重点支援する等，世界をリードする研究教育 の情報ネットワーク外部接続環境を整備した。プロジェクトで
拠点を形成する。 は，バーチャル環境のインフラ整備としてデータベース管理用

のソフトウェアを完成させるとともに，本邦第１号機の７テスラ
・ヒト用高磁場磁気共鳴装置が実働を開始し，研究教育拠点の形
成が進行した。
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年度計画 計画の進行状況

・本学の地域性・立地性・拠点性 新潟県域から東北アジアまで ・市民と共生した未来型都市水田農業学構築，トキの野生復帰に（ ）
を考慮した研究を推進する。 向けた環境整備などを進めるとともに，中国東北農業大学フィ
（例えば「トキの野生復帰に向けた地域環境の創生」研究等を ールドセンター設立支援，東アジアとの医学研究交流など本学
分野横断的な取組みで推進する ） の地域立地条件を考慮して，超域研究機構プロジェクト，学長。

裁量経費，国際交流基金等による経費支援により研究を推進し
た。

○成果の社会への還元に関する具体的方策の実施状況

・研究成果に基づく知識や技術が地域社会や国際社会との共有財 ・地域共同研究センター，積雪地域災害研究センター，社会連携
産となるよう，社会との連携を図る組織（社会連携推進機構） 研究センターの３センターからなる社会連携推進機構（機構長
を設置するとともに，広報センターを活用し，ホームページ， ：社会連携担当理事）を設置し，教員３人を追加配置して，合
出版物，地域メディア等を通して紹介・普及を行う。 計12人の教員組織とした。

・広報センターを核として研究成果広報に関するワンストップサ
ービスを指向し，地域メディア等との情報交換を進めるととも
， ， 。 ，に ホームページの体裁を一新し 検索等を容易とした また

研究者総覧（ホームページ及び冊子版）等を通じて最新研究情
報等を発信するとともに，研究成果を平易な小冊子（ 新潟大学「
ブックレット」シリーズ ）にまとめ，紹介・普及に努めた。」

・研究成果の紹介や普及を目的として，公開講座，シンポジウム ・学内各組織の教員による公開講座，テレビ公開講座，新潟市内
等を実施し，充実する。 における国際シンポジウム，その他のシンポジウム，研究会，

研修会を行った。また，教員が地域で主催した学会のサテライ
トとして，市民公開講座を開き，専門家の市民向け講演を行っ
た。これらの活動を支援するために，すでに設置した駅南キャ
ンパスを活用するとともに，新潟大学国際交流基金等により経
費支援を行った。

・国や自治体，各種団体の委員会や研修等に参加し，専門的な知 ・総合科学技術会議事務局（内閣府，環境・エネルギー分野上席
見や学識を提供する。 政策調査員職 ，日本学術振興会学術システム研究センター（基）

礎生物学分野担当プログラムオフィサー）へ教員を兼務で派遣
した。このほか，国，新潟県，県内市町村等の委員会委員，研
修会講師を多く派遣した。新潟県中越震災復興ビジョン懇話会

， 。には副座長及び委員８人を派遣し 県知事への答申にあたった

・大学から生まれる知的財産を発掘し，これを社会に還元するこ ・大学から生まれる知的財産を発掘し，これを社会に還元する活
とを目的とした知的財産本部を充実し，県内の高等教育機関等 動を目的として学内に知的財産本部を設置するとともに，長岡
の当該組織との連携を進める。 技術科学大学，上越教育大学，新潟国際情報大学，新潟医療福

祉大学による新潟県大学連合知的財産本部を設置し，大学間の
連携を深めるとともに，大学連合と新潟県の外郭団体である
（財）にいがた産業創造機構との連携を密にし，各大学におけ
る発明シーズの掘り起こし，特許登録等のガイダンス，企業向
けシーズプレゼンテーション，一般向け説明会等の産学連携活
動を行うとともに，イノベーションジャパン等に出展した。

・知的財産本部に発明審査委員会を設け，知財専門家による発明
評価体制を整備し，電子登録等の特許登録環境を整備した。

・地域共同研究センターの機能を強化し 研究成果の集積拠点 知 ・地域共同研究センターの機能を強化するために，知的財産本部， （
的クラスター）の構築等産官学連携をより進展させることによ による統括のもとに全学的立場で活動する基盤を固め，教授１
り地域における経済の活性化に寄与する。 人，助教授１人を新たに配置するとともに，インキュベーショ

ン機能を持たせるべく施設の改修を行った。シーズプレゼンテ
ーションの開催，企業訪問の充実，企業等との研究会強化など
により企業ニーズと本学シーズとのマッチングを行い，地場企
業等との共同研究・受託研究が件数，金額とも増加した。
・伝統工芸などの課題を定めて，産学の交流を図る研究会を発足
させ，産業クラスターやコンソーシアム形成の礎を築いた。

○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策の実施状況

・企画戦略本部の下に評価センターを設置する。 ・企画戦略本部の下に評価センターを設置した。センターにはセ
・研究の全学的な評価指針・基準を策定するための検討を行う。 ンター長（評価担当副学長）及び協力教員６人を置き，教育研

究について，全学的な評価指針・基準を策定するための検討を
行っている。

・評価センターを中心に，部局等及び教育研究院の協力により， ・大学評価・外部評価・認証評価の受審及び評価データベース構
自己点検・自己評価を行い，ピアレビュー等の外部評価や大学 築のための準備として，大学評価・学位授与機構，大学基準協
評価・学位授与機構等の第三者評価を受ける準備を行う。 会，シンクタンク等のセミナーに参加した。

・教員業績調査の収集率向上のため検討を行い，学内データベー
スの部分的再構築を行うとともに，根本的に教員業績情報デー
タベースの再構築，組織情報データベースの新規構築を検討す

， 。 ，るため 他大学等の調査を行った これらの情報を基礎として
教員業績情報データベースの検討を行った。

・学内各組織で自己点検・評価を行った。

・研究活動の成果をデータベースとして毎年集積し，分野別の活 ・研究活動の成果を含む，教員業績調査データベースの入力率向
動状況を公表する。 上を図るため，入力方法を簡便化するとともに，データベース

への入力率を教員所属組織のインセンティブ経費評価項目の１
つとするなど，データ収集方法を改善し，回答率を高めた。ま
た，整理・分析したデータを公表する準備を行った。
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（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○適切な研究者等の配置に関する具体的方策の実施状況

・教育研究院の整備・充実と運営の強化により，研究グループの重 ・教育研究院制度を正式に発足させ，学部，大学院研究科に所属し
点的配置を促進する。 た教員を再編成し，人文社会・教育科学系，自然科学系，医歯学

系の３学系のいずれかに所属させた。これらの各学系に学系長裁
量経費を配分し，各学系における重点的プロジェクトの構築を促
した。この結果，物質量子科学研究センター，地域連携フードサ
イエンスセンター，高度モバイルコミュニケーション大講座
（ＮＴＴとの連携講座 ，地域文化連携センターなどが設置され）
た。

・次世代の研究分野の開拓と卓越した研究拠点の形成を目指して， ・超域研究機構に15の公募型学際的プロジェクトを置き，兼任教員
既存の分野を超えた研究組織 超域研究機構 の機能を充実する を配置した。このうち，特に研究進展が見込まれるプロジェクト（ ） 。

に対し，専任教員２人，特別研究員３人を配置した。これらの研
究者は外部機関の審査員を加えた公募審査で選定した。人的支援
により研究の充実化，活性化を図った。

・研究者の多様性・流動性を高めるため，教員の選考に当たって ・教員の採用に当たっては原則として公募制によることとした。
は原則として公募制を採るとともに任期制の導入の拡大を図る ・法人化前から任期制を導入していたポストは，法人化後も引き。

続き任期制を適用するとともに，教員の教育研究の活性化を図
るため，平成16年度に新たに，医歯学総合病院及び脳研究所の
全ての教員ポストに任期制を導入したほか，共通基盤センター
群及び他の学系等においても，任期制の導入の推進を図り，教
育・研究活動の活性化を図った。

○研究資金の配分システムに関する具体的方策の実施状況

・学外・学内での組織・個人への業績評価に基づき，資源配分を行 ・新潟大学プロジェクト推進経費により，学内公募した研究計画を
うことを基本とし 学内公募型プロジェクト推進経費について 審査委員会において総合評価し，優れた計画に対して重点配分， ，
新潟大学の研究目標の特性や若手研究者の意欲喚起を考慮しな を行った。学際的研究拠点形成型の研究助成を14件採択し，ヒ
がら，複合的な学問領域研究，若手研究者奨励研究等を充実す アリング審査により，特に優れたプロジェクトには複数年の重
る。 点支援を行った。若手研究者奨励研究の応募資格を，従来の専

任教員に加えてポストドクトラルフェロー及び医員に拡大し，
69件を採択し一層の振興を図った。
・新設のインセンティブ経費を各々の組織の業績評価に応じて各
学系に配分し，学系長裁量経費として重点プロジェクトの推進
にあてた。

○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策の実施状況

・学術情報基盤機構を整備し，研究活動に対する支援機能を強化 ・学術情報基盤機構を図書館と総合情報処理センター，旭町学術
する。 資料展示館からなる組織として整備し，図書館については，電

子図書館化を強化した。総合情報処理センターの基盤強化（教
員１人を増員 ，情報セキュリティの強化を図った。）

・共同研究プロジェクト用のスペースを整備する。 ・総合研究棟等の新設，医学部研究棟等の改修にあたり共通スペ
ースを設け，共同プロジェクト用の研究スペースとして先進的
な教育研究に優先的に使用を許可した。

・大型先端研究設備を一層充実するとともに，その有効活用を図 ・研究活動の活性化に向け，大型先端研究設備を充実した。例え
る。 ば，超低温実験研究の遂行に必要な共通基盤設備であるヘリウ

ム液化システムの更新，大型化整備を行い，物質量子科学研究
センターの基幹設備として使用するとともに，共同研究を募集
している。21世紀COEプログラムによる脳神経病理学研究教育拠
点形成に伴う高度画像処理のために必要な並列型高分解能画像
補完システムを設置し，画像ライブラリーの蓄積に活用した。
・大型先端研究施設の有効利用を図るため，既設機器のリスト，
使用法をホームページに「バーチャルラボ情報」として掲載する
等の措置をとった。

・学内ＬＡＮの高速化・大容量化及びそれと整合する高速学外ネ ・高速ネットワーク利用の研究実績が評価され，外部との接続環
ットワークとの接続による研究支援機能を充実する。 境が１Gbps（従来の10倍の容量）に整備され，これに伴いキャ

ンパス間の接続環境も同様に１Gbpsに増強した。これらの整備
によりさらなる高速・大容量の情報を必要とする新しい研究プ
ロジェクトの企画実施が可能となった。

・電子図書館サービス機能を充実し，研究活動支援機能及び情報 ・電子図書館サービス機能を充実するために，電子ジャーナルを
発信機能を強化する。 全学一括で図書館が契約した。

・蔵書目録のデーターベース化を推進した。
・法律・経済関係データベース「LEXIS-NEXIS」を導入した。

・電子ジャーナルを含めた研究用学術資料の共同利用の促進を図 ・電子ジャーナルを全学で14,821タイトル導入し，国立大学法人
る。 では全国第二位となった。さらに図書館所蔵の学術資料の一部

を電子情報化し，共同利用を促進した。
・電子ジャーナルの利用を促進するための講習会を教員・学生に
対して実施した。

・機器操作従事者等の研究支援体制の充実を図る。 ・技術専門職員の組織一元化による研究支援体制の改善試案を作
成し，最も技術職員の多い工学部において試行し，改善点の検
討を進めている。
・技術職員をセミナー・研修会等に参加させ，専門的な技量を向
上させることにより研究支援体制を強化した。
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年度計画 計画の進行状況

○知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策の実施状況

・知的財産本部において，知的財産の発掘及びこれを生み出す環 ・知的財産本部を設置し，新潟県大学連合知的財産本部等と連携
境の整備，技術的インフラ及び法務担当組織の整備，十分なリ して，専門家による知財セミナーの開催や研究室単位での知的
スク管理体制の構築等を統合的・体系的に行い，本学独自の知 財産の創出活動を行った。また，本部に特許の電子登録を行う
的財産形成とその活用を図る。 環境を整備した。

・産学連携ポリシー，知的財産ポリシー，利益相反ポリシーを制
定するとともに，企業との共同研究における機密保持，特許の
新規性の保護などについてのガイダンスを行った。

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策の実施状況

・企画戦略本部において，研究業績の蓄積とデータ解析を進め， ・組織的研究の評価指標の検討を行い，策定した評価指標を平成
分野ごとの特性を把握し，これらの評価を踏まえた戦略的な予 16年度インセンティブ経費配分基準として，業績評価に基づく
算・施設の配分システムの導入を検討する。 学内資源配分に反映させた。

・教員業績情報データベースの再構築，組織情報データベースの
新規構築のため，他大学等の調査を行うとともに，収集データ
の検討を行っている。

・研究活動に対する評価の高い教員に対し，学内・学部内管理運 ・研究活動に対する評価の高い教員に対し，学内・学部内管理運
営業務を軽減・免除し，一定期間研究に専念できる環境等の整 営業務を軽減・免除し，一定期間研究に専念させる際の処遇の
備について検討を行う。 あり方について人事制度面から検討を行っている。超域研究機

構に採用された教員については，管理運営業務を免除した。

○全国共同研究，学内共同研究等に関する具体的方策の実施状況

・国が主導する研究開発プロジェクト重点分野の研究に積極的に ・本学教員が 「人文・社会科学振興のためのプロジェクト研究事，
参加する。 業 （日本学術振興会，プロジェクトリーダー 「戦略的情報通」 ），

」（ ，信開発推進制度の国際技術獲得型研究開発プログラム 総務省
研究代表者）など，国が主導する研究開発プロジェクトに重要
な役割を果たした。

・研究交流促進と研究の活性化のため，特別研究員制度等を整備 ・研究交流促進と研究の活性化のため，新潟大学特別研究員制度
する。 を発足させ，平成16年度は試行として，３人を学外から公募に

より採用し，超域研究機構の３プロジェクトに配置した。

・各専門分野で共同研究プロジェクトを重点的に実施し，拠点形 ・共同研究プロジェクトを促進し，研究拠点形成を促すために，
成化を図る。 全学的には超域研究機構を設置し，人的な面で学際的研究プロ

（ ） ，ジェクトの支援 本年度は５人の任期制配置 を行うとともに
。 ，新潟大学プロジェクト推進経費による重点支援を行った また

学系長裁量経費，インセンティブ経費等を各組織に配分するこ
とにより，学系における研究拠点化を支援した。

・積雪地域災害研究センター，機器分析センター等を学内の共同 ・新潟県中越地震の被害調査のため積雪地域災害研究センターを
研究の拠点として位置付け，特色ある研究プロジェクトを構築 核として結成された学際的な新潟大学調査団に対し，学長裁量
するための環境を整備する。 経費による支援を行い，共同研究拠点として基盤の強化を図っ

た。機器分析センターは学内共同研究のみでなく，学外からの
利用者の相談に応ずる機器分析相談室を活用し，共同研究を推
進した。

・学外関連研究機関及び学内研究者相互のネットワークを充実す ・学内外の研究グループのネットワークを促進するために，一定
「 」る。 の要件を満たした学際的研究グループを コア・ステーション

として学長が認定し，顕著な業績を挙げた場合に，学内センタ
ーとして設置することを可能とした。

○研究実施体制等に関する実施状況

・学内の組織にとらわれない研究ユニットの立ち上げを積極的に ・学内の自主的な学際的研究グループの活動を学際的な研究拠点
推進し，研究センター，研究所等の研究特化組織への発展を目 形成へと促す「コア・ステーション」制度を整備し，学内の組

。指す。 織にとらわれない研究ユニットの立ち上げを積極的に推進した

・企業からの寄附講座及び寄附研究部門の設置を推進する。 ・寄附講座「機能分子医学講座」を（株）デンカ生研の寄附によ
り開設した。また，大学院自然科学研究科への寄附講座（ 株）（
東京電力）設置について準備した（平成17年７月設置予定 。）

３．その他の目標に関する実施状況
（１）社会との連携，国際交流等に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○地域社会等との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策に関する実施状況

・テレビ会議システム・インターネット等を利用して生涯学習ネッ ・小中高等学校教員の専修免許状取得を目的とした公開講座におい
トワーク事業を拡大する。 てテレビ会議やe-Learningシステムを活用したり，地域文化と深

い関わりのあるe-Learning講座「良寛入門（１ 」を実施するな）
ど，利用しやすい生涯学習の機会を提供した。
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年度計画 計画の進行状況

・地域社会のニーズを把握し 「新潟大学新潟駅南キャンパス（Ｃ ・駅南キャンパス等で 「公開講座」24講座 「セミナー，講演会，， ， ，
ＬＬＩＣ 」を活用しつつ，公開講座，研修会，講習会，相談会 講習会，研修会等」30事業 「相談事業」２事業 「大学院授業」） ， ，
等多様な事業を行う。 14科目を実施するとともに，公開講座についてのアンケートを

実施しニーズの把握に努めた。
・新潟県中越地震被災児童・生徒のメンタルケアをテーマにした
現職教員向け講座の実施や，文部科学省「科学技術・理科大好
きプラン」の一環である先進的な科学教育の実施を目的とした
サイエンス・パートナーシップ・プログラム事業における新潟
県立教育センターとの連携など，地域社会に向けた多彩な事業を
実施した。

・大学教育に直接触れる機会の少ない地域において公開講座等を ・新潟県や各市町村と連携を図りつつ，県内各地（延べ14箇所）
実施する。 において，理工学，農学，災害，健康等に関する公開講座・講

演会等を実施した。
・全県下に受講の機会を広げるため，地元放送局との協力のもと
にテレビ公開講座「新潟の食をつくる－伝統と未来－」を実施
するとともに，新潟大学e-Learning講座「良寛入門（１ 」を開）
始した。

・高大連携に関する事業並びに社会人の能力開発講座等の体系化 ・県内２高等学校におけるスーパーサイエンスハイスクールへの
を進める。 参加・協力や，県内高等学校での出張授業・特設提携講義を行

うなど，高大連携授業を組織的に実施した。
・行政書士会会員，医師会会員，歯科医師会会員，現職教員等に
対する専門的職能人の能力開発のための研修や，地域社会にお
ける技術開発の振興と人材育成を図る高度技術者研修等を実施
した。

・文部科学省の実施している直接全国に発信する教育衛星通信ネ
ットワークを利用したエル・ネット「オープンカレッジ」に，
２テーマの番組を提供した。

・研究生・科目等履修生制度の継続及び市民開放授業制度の推進 ・研究生（前期・後期延べ447人 ・科目等履修生（前期・後期延）
等により，地域住民等の教育研究ニーズに応じた受入態勢を整 べ109人）を受け入れた。
える。 ・市民開放授業（全学企画140科目，法学部85科目，経済学部40科

目，農学部10科目）を実施し，延べ204人が受講した。

・各学部等の特色を生かした施設開放を進める。 ・国立大学法人化を記念して開催した「新潟大学ＷＥＥＫ～１週
間まるごと新潟大学～」において，各学部の特色を生かした研
究成果の公表及び学内施設の公開を行った。

・教育委員会と連携した現職教員の12年研修の実施，附属図書館
の一般市民への開放，旭町学術資料展示館における企画展示や
各種教室，地域の博物館・美術館との共催によるスタンプ・ラ

， 。リーの実施等 各部局において特色ある施設開放事業を行った

○産官学連携の推進に関する具体的方策の実施状況

・新潟県の企業支援機関である「 財）にいがた産業創造機構」と ・県内の５大学により新潟県大学連合知的財産本部を発足させ，（
の連携を強化する。 （財）にいがた産業創造機構内に事務所を設置するとともに，

新潟県連合知的財産本部に発明コーディネーターを配置し，同
機構との連携強化に努めた。

・科学技術相談や企業ニーズ把握の実施，都市エリア事業などへ
の教員の組織的参加，新潟大学シーズプレゼンテーションの実

，（ ） 。施など 財 にいがた産業創造機構と連携した事業を実施した

・リエゾンオフィス（産官学連携調整組織）としての地域共同研 ・地域共同研究センターに，リエゾン担当教員を配置し，知的財
究センターの機能を充実する。 産本部コーディネーターと連携して産学連携を推進する体制を

強化した。
・地域共同研究センターを中心として，企業が参加可能な３つの
分野別研究会（高分子材料開発，音響応用計測，電気・熱エネル
ギー）を発足させた。

， ，・学内の知的資源の活用による地域産業の高度化並びに新産業の ・知的財産本部を設置し 特許の機関帰属を徹底させるとともに
創出を図る。 知的財産講習会，電子登録の環境整備等の知的財産の管理体制

の整備を行った。
・第四銀行との間で，文化，産業，教育，学術等の分野で地域の
発展及び人材の育成に相互に協力して寄与するため，包括的な連
携協定を締結した。

・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等を活用し，教員・学生 ・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを設置し，各種講演会を
による起業を支援する。 開催するなど教員・学生の起業意識の醸成に努めるとともに，

新潟大学シーズプレゼンテーションを開催して産業界への技術
移転を図った。

・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーに10人の研究機関研究員
を採用し，起業支援体制の強化を図った。

・ 株）新潟ティーエルオー（新潟ＴＬＯ）と連携して，産業界へ ・ 株）新潟ティーエルオー役員の知的財産本部会議への参加措（ （
の技術移転促進を図る。 置をとるなどして連携を強化した結果，４件の技術移転を達成

した。

・知的財産本部における知的資源の管理運用を充実する。 ・学長を本部長とした知的財産本部を整備し，発明審査体制の専
門性を高めるとともに，知的財産関連の講習会を行うなど，特
許申請に関する意識啓発を図った。

，・連合知的財産本部の発明コーディネーターが発明の評価を行い
機関帰属とする発明の管理を促進した。また，技術移転の推進
により，３件の有償譲渡の成果が得られた。
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年度計画 計画の進行状況

・新潟大学ホームページ上で研究者及び研究内容等の最新情報を ・新潟大学の研究者及びその研究内容に関する情報を提供する研
提供する。 究者総覧をホームページに掲載し，定期的な情報更新を行い，

最新情報の提供に努めた。

・民間企業・専門職業人団体等の支援による寄附講義の設置を進 ・専門職業人団体の支援により寄附講義を開設し，学生の公認会
める。 計士資格取得のための学生支援を行った。

○地域の国公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策の実施状況

・新潟県内の諸大学と連携し 「新潟県大学連合知的財産本部」の ・知的財産の創出と活用のため，知的財産本部コーディネーター，
中核組織として，知的財産の創出と活用を推進する。 によるセミナーの開催や，連合知的財産本部加盟５大学におけ

る知的財産の発掘に努めた。

・県内高等教育機関との連携を強化し 単位互換等の充実を図る ・県内25の高等教育機関が相互に連携協力し，それぞれの特色を， 。
生かした多様な授業科目の履修機会の拡大を図るため 「新潟県，
内高等教育機関における単位互換の推進に関する合意書」を交
わした。
・長岡技術科学大学及び県内私立大学（敬和学園大学，新潟国際
情報大学，新潟経営大学）と連携して，単位互換を行った。

・地域の教育水準の向上に資するため，上越教育大学との「教員 ・新潟市との連携による現職教員研修など，新潟県教育委員会や
養成・現職教員研修のあり方に関する連携協議会」を通して， 各市町村教育委員会，さらには上越教育大学との連携・協力体

， 。新潟県教育委員会や各自治体教育委員会との連携・協力関係を 制を構築・強化し 現職教員研修プログラム等の充実を図った
強化する。 ・上越教育大学と「教員養成ＧＰ」に関する連携協議を行った。

○地域社会における国際化推進への貢献に関する具体的方策の実施状況

。・諸外国から受け入れた留学生の活力や能力を生かしながら，地 ・新潟大学の留学生会や学生組織とともに地域との交流を図った
元地域の国際交流組織やボランティア団体，ＪＩＣＡ等との一 地元ボランティアを招待する学長主催の「国際交流の夕べ」を
層の連携を図る。 開催した。また，新潟県中越地震の被災地に対する留学生によ

るボランティア活動を行った。
・地元ボランティアの協力を得て，日独学生交流や日露学生交流
でホームステイを継続して実施した。
・JICAのプロジェクトにより受入れた学生に対して，大学院で英
語による授業を行った。

・地域の国際協力事業に協力する人員を確保し，そのための組織 ・アジア・アフリカの留学生が参加する交流会を地域の国際交流
やネットワークを整備する。 組織と企画し，国際交流のネットワーク作りに努めた。

・国際センターで留学生，日本人学生及び地域住民のための「レ
インボーコンサート」を主催し，国際ボランティアサークルの
活動支援，指導をとおして連携を図った。

・地域の国際化を推進することを目的とした授業やシンポジウム ・全学共通科目「留学生と日本の国際化」を市民開放授業として
を開催する。 実施した。

・ 多文化共生シンポジウム」を（財）新潟県国際交流協会と共催「
するなど，国際シンポジウムを含む多数のシンポジウム・講習会
等を実施した。

・ 総合的な学習の時間」等を利用して，児童・生徒の異文化接触 ・留学生が地域の小中学校を訪問し，異文化接触に協力した。「
の機会をつくり，地域の国際化教育の基盤整備に協力する。

○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策の実施状況

・英語版ホームページの充実等を通じ，大学情報の英語による発 ・日本語版ホームページの充実に伴い，６学部４研究科で英語版
信事業を推進する。 ホームページの内容を充実した。

・英語版大学院研究科案内の作成を進めた。

・各国交流締結校との連携を強化するとともに，留学生交流を促 ・交流協定校との連携を強化するための方策を検討し，交流協定
進するための大学間学生交流協定の締結を進める。また，学部 締結促進のために「大学間（部局間）協定に関する基本方針」
間協定について全学レベルの協定への拡大を図る。 について検討を開始した。

・大学間学生交流校との連携強化及び新規締結の調査のため，環
日本海地域やアジアの大学を公式訪問し，交流強化を図ること
で合意した。

○教育研究活動に関連した国際協力に関する具体的方策の実施状況

。 ，・交流締結校等との間で，学生の相互受け入れに関する計画を策 ・全学的に学生交流のあり方全般について検討を依頼した また
定する。 各部局では学生交流協定の拡充や相互受け入れに関する計画を

策定・実施した。
・全学協定校を公式訪問し，各部局間の交流を支援した。
・ 夏の学校」事業で訪れた韓国，ドイツからの学生が，地域の学「
校の授業に参加し交流した。

・海外に留学する本学学生数の増加を図るための体制を整えると ・北京大学より漢語教育の専門教員を招聘し，派遣留学希望学生
ともに，留学経験を有する学生を教育・研究体制の中で活用す のため，語学試験に関する講演会・講義を実施した。
る。 ・大学間協定校に関して全学的な学生派遣体制の整備を行った。

また，留学しながら４年間で卒業できる単位認定制度の整備な
ど，留学生数増加のための体制を整えた。

・恒常的な研究協力体制維持のための国際的ネットワークを充実 ・交流協定締結校との教員招聘や研究協力を通してネットワーク
， 。する。 作りに努め 平成17年度に向けたシンポジウム開催を企画した

・北京大学と清華大学を公式訪問し，派遣学生及び本学卒業生の
ネットワーク構築を図った。
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年度計画 計画の進行状況

・優秀な研究者の招聘，国際シンポジウム等の招致・開催，国際 ・新潟大学国際交流基金等を活用し，優秀な研究者の招聘，国際
共同プロジェクト・共同研究等への支援により，研究における シンポジウム等の招致・開催，国際共同プロジェクト・共同研
国際競争力を強化する。 究等への支援を行った。

・2003年度ノーベル化学賞受賞者ピーター・アグレ教授など，著
名な研究者の招聘・研究討議を行った。

・国際協力に関する学内の教育研究成果について，データベース ・途上国に対する国際開発協力のための大学等のデータベースへ
に登録し，国際貢献・国際連携に関わる学外の機関に対する協 の登録を推進した。
力体制を整備する。

・学生寮及び宿泊施設を国際交流活動に活用できる体制について ・学生寮や宿泊施設を，地域住民との交流により地域の国際化に
。検討する。 も貢献する場として活用できるような整備体制を検討している

・国際交流会館の機能の充実について検討する。 ・地域住民や日本人学生との異文化交流の場として，国際交流会
館の多目的ホールを各種事業へ提供した。また，館内における
インターネット接続希望調査の実施など，国際交流会館の機能
充実に向けた検討を行った。

（２）附属病院に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○質の高い医療人育成の具体的方策の実施状況

・医歯学総合病院における臨床実習体制の充実について検討する。 ・臨床研修センターにおいて，カリキュラムの変更を行い，診療参
加型臨床実習（クリニカルクラークシップ）を推進するための検
討を行った。

・臨床研修センターにおいて，臨床実習で各種シミュレーターを有
効に活用するための検討を行った。

・看護学生の臨床実習の充実を図るために，看護部が中心となり実
習専門委員会を開催し実習体制の充実を検討した。

・医歯学総合病院を中心に地域医療機関等と連携した卒後臨床研修 ・研修プログラム，研修管理体制等を検討する臨床研修管理委員会
体制を整備する。 を開催し，医歯学総合病院と協力型病院・協力施設との連携によ

る卒後臨床研修体制を整備した。

・医歯学総合病院や地域医療機関のスタッフ及び研修生等の研修を ・本院の救急部と新潟県メディカルコントロール協議会とが協力
ハード・ソフトの両面で充実・支援する体制について検討する し，救急救命士の気管挿管実習生３人を受け入れた。。

・日本看護協会認定看護師教育課程（感染管理コース）の実習施
設として，地域医療機関から研修生３人を受け入れた。
・治験センター（厚生労働省治験コーディネーター養成研修指定
施設）において，治験の支援業務を行うクリニカル・リサーチ
・コーディネータの育成プログラムを検討した。
・医歯学総合病院整備計画に，電子カルテや医用画像等が参照で
きる医療スタッフ向けの研修室等の設置を検討した。

・教育スタッフ等の臨床研修教育活動に関する評価・改善システ ・教育スタッフ等の臨床研修教育活動に関する評価・改善システ
ムを構築する。 ム構築の一環として，臨床研修センターにおいて指導医の評価及

び施設評価のための評価講習会を行った。

○患者本位の医療の実施と患者サービスの向上に関する具体的方策の実施状況

・患者に対する接遇を向上する。 ・院内で統一したインフォームドコンセント用紙を作成した。
・患者様用にイラスト入りのわかりやすいクリニカルパスを作成
し利用を開始した。
・患者サービス向上委員会を立ち上げ，患者の接遇に関する講習
会及び患者満足度調査を実施した。

。・看護職員を対象とした接遇に関するアンケート調査を実施した
・看護部において，接遇マニュアルの作成，部署間相互チェック
等を行った。

・診療科等の機能的な編成及び救急医療体制の充実について検討 ・外来等での臓器別診療を行うための診療科の再編について，病
する。 院運営委員会において検討している。

・救急部医師及び看護師の増員，救急患者受入の一本化を実施し
た。

・リハビリテーション治療体制の整備等，医科・歯科による総合 ・医科・歯科における総合医療体制の整備について，中央診療施
医療体制の推進及び施設・院内環境の整備を検討する。 設運営委員会で検討を行った。

・摂食嚥下機能回復部では，教員組織を強化させるとともに医科
と連携し，医科入院患者の歯科治療，口腔ケアの必要な患者を
把握し治療を実施した。
・顎関節治療部では，診療科を超え横断的な症例検討等を行い効
果的な治療を実施した。

・医療における安全管理及び感染管理の体制を整備・強化する。 ・病院スタッフにＰＨＳを配付して連絡体制を強化した。
・全病院スタッフを対象とした医療安全に関する研修会を６回実
施し，1,200人以上の参加者を得た。
・感染管理の面から，職員に対する麻疹等抗体検査の実施及び予
防接種を推奨した。
・安全管理及び感染管理に関し，マニュアルを整備した。
・安全管理及び感染管理に関するニュースレターを，月１回，医
療安全管理部及び感染管理部が発行し啓発活動を強化した。
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年度計画 計画の進行状況

○研究成果を反映した高度で先進的な医療の提供に関する具体的方策の実施状況

・民間機関との共同研究を進めるとともに医歯学総合病院・医歯 ・民間機関との共同研究契約を新たに５件締結した。
学総合研究科・脳研究所等で得られた研究成果を基にした高度 ・高度先進医療が新たに１件承認された。
で先進的な医療を開発し，提供する。

・医学・歯学の融合による集学的な医療を提供する。 ・顎顔面の形態異常に対して，医学と歯学とが連携し集学的な医
療を実施した。

・治験による薬品等の開発研究を推進する。 ・治験等契約79件を締結し，治験による新薬等の研究開発を推進
した。

・トランスレーショナルリサーチの研究成果に基づく医療を推進 ・生命科学医療センターでトランスレーショナルリサーチに基づ
する。 く研究「特発性肺胞蛋白症の顆粒球マクロファージコロニー刺

激因子(GM-CSF)吸入の臨床試験」を実施した。
・ 骨髄細胞移植による血管新生療法」が高度先進医療として承認「
され，更に他の医療への応用を研究している。

○地域連携の推進と社会への貢献に関する具体的方策の実施状況

・地域医療関係機関等との連携ネットワーク強化による地域保健 ・地域保健医療推進部において，地域連携を推進するため，医療
医療を推進し，地域社会が求める健康管理情報を提供するため 機関情報集を作成するとともに，歯科医療ネットワークの構築
の，歯科医療ネットワークの構築について検討する。 に向けて，地域社会が求める情報の把握，問題点について検討

している。

・災害時等における国立大学病院相互支援ネットワーク及び新潟 ・災害医療救護支援体制の強化を行い 「平成16年７月新潟・福島，
県，新潟市等と連携し，緊急災害時における医療救護支援に貢 豪雨」及び「新潟県中越地震」による被災者及び被災病院に対
献する。 する医療班の派遣，災害時における大学病院間の相互支援に関

する協定締結，県が実施する災害時医療者研修会及び年間４回
開催の新潟市地域防災無線通信訓練に参加した。

・国際的な医療及び保健活動を推進する。 ・ロシアハバロフスク地方知事から要請のあった外国人患者１人
を受け入れた。また，臨床修練医師として外国人医師１人，財
団法人日露医学医療交流財団を通じてロシア人看護師２人を受
け入れた。

○病院運営の改善と経営の効率化の促進に関する具体的方策の実施状況

・病院長の権限を強化し，その責任の明確化や，病院長補佐体制 ・病院長の権限強化を行い，医科担当副病院長１人，歯科担当副
等の管理運営機能の充実を行うとともに，物流管理システムの 病院長１人及び病院長の職務を補佐するため病院長補佐５人を
導入等による経営機能の強化について検討する。 置き，管理運営機能を充実した。

・経営の効率化を図るため物流管理システムについて検討し，平
成18年１月の病院情報システムの更新に合わせて導入すること
を決定した。

・経費削減，外部資金の導入を図ることにより，財務面での改善 ・経営戦略委員会を毎月開催し，病床稼働率の向上，成果主義の
を図る体制について検討する。 導入，中央診療部門の収入・経費の把握及び院内周知など病院

経営面での改善策の検討を進めた。
・経営コンサルタントが作成した病院経営の分析と経営戦略の具
体的実行案を病院職員に公表した。

， 。・医療機器等を整備し，医療情報等のＩＴ化等を推進することに ・Ｘ線血管撮影装置 網膜光干渉断層計など医療機器を整備した
ついて検討する。 ・平成18年１月の病院情報システムの更新に関して，医療情報部

運営委員会で検討した。病院経営の改善，医療の質の向上が期
待されるものとして，病棟における電子カルテの導入，オーダ
ーエントリー（電子伝票）の推進，電子レセプトの自動作成，
新物流システムによる細かいコスト計算の各サブシステムの導
入・充実を検討した。

・医歯学総合病院の再開発計画を継続して推進することについて ・再開発整備計画について検討し，平成17年３月中央診療棟及び
検討する。 外来棟の整備計画を作成した。

・第三者による医療機能評価の継続認定を取得する。 ・ 財）日本医療機能評価機構による病院機能評価の訪問審査を平（
成17年２月に３日間にわたり受審した。審査の結果，平成17年
５月30日付けで認定証の交付を受け，平成16年12月20日にさか
のぼり継続認定を取得した。

（３）附属学校に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○大学・学部との連携・協力の強化に関する具体的方策の実施状況

・学士課程の一貫した教育実習プログラムの導入や大学院生の学校 ・学士課程一貫の教育実習の一環として，４年次生による研究教育
インターンシップへの受入等，理論と実践との架橋を指向した体 実習の試行を附属学校を中心的フィールドとして開始した。
系的な教育カリキュラムの導入を検討する。 ・大学院生の学校インターンシップの試行に向けて検討した。
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年度計画 計画の進行状況

・子どもの発達段階に応じ，教員の実践力を涵養するカリキュラム ・附属学校と教育人間科学部の教員で構成した附属学校（園）運営
を大学と共同で開発する。 協議会のもと，子どもの発達段階に応じたカリキュラムについ

て検討した。
・特に文部科学省の研究開発校の指定を受けた長岡地区において
は，幼稚園・小学校・中学校の12年間を見通した教育課程の研
究開発を，附属学校と教育人間科学部教員等で組織される運営
指導委員会と共同で取り組んだ。また新潟地区においては，小中
連携教育等の実施に向け，検討を開始した。

・学士課程教育・大学院教育との連携を効率的・効果的に進める ・学士課程・大学院教育との連携を効率的・効果的に進めるため
遠隔ネットワークを整備する。 の遠隔教育の基盤として，長岡地区内のＬＡＮの高速度化及び

五十嵐キャンパスへの直通化の整備を行った。

・教育研究上の連携・協力を進める組織のあり方を定期的に点検 ・附属学校（園）運営協議会において，教育人間科学部との連携
し，必要に応じて適宜見直す。 ・協力を進める組織のあり方を点検した。

・特別支援教育のあり方についての研究を進めるため，教育人間
科学部と附属学校とが連携した軽度発達障害児教育研究班を発
足させた。

○学校運営の改善に関する具体的方策の実施状況

・学校評議員制度の一層の活用を進める。 ・各附属学校（園）においては，評議員会の他，各種学校行事の
参観を依頼し，今後の学校の役割や学校運営のあり方等の意見
を伺い，地域への広報活動を促進するなど，学校評議員制度の
活用を進めた。

・人事配置の適正化と財務の効率化を図り，業務運営の効果を高 ・小中接続期の授業改善のため，自然科学を得意とする教員の小
める。 学校への配置や，小学校も担当できる教員を中学校に配置する

など，県との交流人事を踏まえ人事配置の適正化に努めた。
・特別な支援を必要としている児童・生徒の教育支援を効果的に
進めるため，養護学校に特別支援教室担当教員を配置した。
・学校園間で施設・設備の共用化を工夫し，設備費の効率化を検
討した。

○入学者選抜の改善に関する具体的方策の実施状況

・帰国子女等多様化する社会的背景を有する入学希望者に配慮し ・入学機会の公平性を重視し，幼稚園・小学校においては，入学
た入学機会の公平性を重視するとともに，附属学校の特色や教 許可地域を拡大し，また，保護者の転勤に伴う年度途中の転入
育目的に適った選抜方法を検討する。 学の条件を緩和した。

・中学校の入学許可地域拡大の実施及び帰国子女や附属学校の特
色や教育目的に適った選抜方法の検討は，17年度に着手するこ
ととした。

○体系的な教職員研修に関する具体的方策の実施状況

・新潟県や新潟市の教育委員会等と連携し，教員の人事交流の緊 ・新潟県教育委員会との人事交流の緊密化を進めるため，新潟県
密化を進めるとともに，現職教員の研修のあり方を検討し，体 教育委員会と人事交流協定を結んだ。
系的な教職員研修制度を整備する。 ・各附属学校（園）は現職教員の研修のあり方について新潟県教

育委員会と協議し，初任者研修及び新潟県立教育センターの研
修会を実施した。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標
１．運営体制の改善に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策の実施状況

・大学全体の運営・企画戦略を策定するため，学長の直属組織とし ・企画戦略本部（学長，理事等で構成）を設置し，予算編成の基本
て企画戦略本部を設置する。 方針，自己収入獲得のための行動計画，新しい研究グループへの

支援等，企画戦略本部の機能を発揮し，大学運営における戦略的
施策の策定を行った。

○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策の実施状況

・学長の執行機能を強化するため，理事が大学の重要事項を適切に ・理事 ６人 の業務分掌を明確にするとともに 役員と教職員 副（ ） ， （
分掌するとともに，役員と教職員の密接な連携を図って，学長を 学長，事務局部長等）を構成員とする大学運営会議を設置し，学
補佐する体制を強化するため，大学運営会議を設ける。 長補佐体制の整備を図った。

・役員会，経営協議会，教育研究評議会が連携し，円滑な運営を行 ・役員会，経営協議会，教育研究評議会は，それぞれの審議事項を
， ， 。う。 相互に情報提供し 密接な連携を図り 円滑な大学運営を行った

・全学的委員会の役割，位置付け，構成等を再検討し，整理・統合 ・法人化前の全学委員会について役割・位置付け，委員構成の在り
する。 方も含めて見直しを行い，審議決定機関，協議機関，連絡調整機

関に区分した。特に，審議決定機関を厳選し，迅速な意思決定等
を図った。また，委員会開催を月２回に集中し，教員の委員会負
担の軽減を図った。

・広報，国際交流，知的財産管理及び危機管理の分野で，学長のリ ・学長がリーダーシップを発揮できるよう，学長・理事直属組織
ーダーシップの発揮を図る補佐体制を整備・充実する。 として，広報センター，国際センター，知的財産本部，危機管理

室等を設置し，学長補佐体制の整備，充実を行った。
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年度計画 計画の進行状況

○学系長等を中心とした機動的・戦略的な組織運営に関する具体的方策の実施状況

・学系長，学部長，研究科長等の役割分担を明確にするとともに， ・従来，教員の所属組織単位としていた学部，研究科等を，教育研
学系長等の権限強化や副学系長等による補佐体制の整備により， 究院(学部・研究科を，人文社会・教育科学系，自然科学系，医
学系等の機動的・戦略的な運営を図る。 歯学系の三学系に編成)，研究所，病院，学内の共通基盤組織等

に編成し，各組織の長(学系長，学部長，研究所長等)の職務を明
確にするとともに，学系長による裁量経費制度を設けた。また，
学系長等の補佐体制の強化を図るため，それぞれ副学系長等の制
度を整備し，学系等の機動的・戦略的な運営体制が取れるよう整
備した。

・各学系では，新しい運営体制の下，研究グループの支援を行う体
制の整備を図り，高度の大学教育プログラムや卓越した研究を行
うプロジェクト等を「コア・ステーション」として立ち上げた。

・学部等の教授会は，教育研究評議会，教育研究院の学系教授会議 ・学部等教授会，学系教授会議及び教育研究評議会のそれぞれの役
との役割分担を明確にし，審議事項を学部等の教育に関する重要 割分担を明確にし，学部教授会は，教育に関する重要事項の審議
事項に精選し，意思決定の迅速化を図る。 を，代議員制による学系教授会議は，人事・研究に関する重要事

項の審議を行うことに整理し，意思決定の迅速化を図り，学部運
営，学系運営の効率化を図った。

○教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策の実施状況

・企画戦略本部や広報センター，全学委員会等に事務職員等を加え ・大学運営会議，資金管理委員会，入学試験委員会，情報セキュリ
ることにより，組織運営上の効率性や機動性を高める。 ティ委員会，大学研究委員会，大学教育委員会及び環境整備委員

会等の全学委員会に事務職員を委員として加え，組織運営の効率
性や機動性を高めた。

○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策の実施状況

・学内公募型プロジェクト推進経費（複合的な学問領域研究，若手 ・研究面でのより一層の活性化を図るため，学内公募型プロジェク
研究者奨励研究等）の充実を図る。 ト推進経費の複合的な学問領域研究を支援する助成研究を通じて

学際的拠点形成を促進した。また，若手研究者奨励研究の配分額
を前年度の1.24倍とし，この結果，若手研究者奨励研究の応募件

（ ） ，数が145件 平成15年度：83件 と前年度に比べ1.75倍に増大し
研究の活性化が図られた。

・教員定員の流動化や全学的な共通スペースの確保により，教育・ ・第Ⅰ期中期計画期間中に90人の学内流動定員を措置することとし
研究・社会貢献の将来計画に基づく重点分野・領域を中心に，効 ているが，この計画に基づき，平成16年度においては，入学セン
果的な資源配分を行う。 ター，保健管理センター，超域研究機構及び大学院実務法学研究

科等に対し11人の人員を戦略的に措置し基盤運営部門等を強化し
た。

・進展が期待される研究プロジェクト等に一定期間使用させること
を目的とした「全学共用スペース」を確保し，総合研究棟（生命
・環境系）７室（671㎡ ，脳研究所研究棟４室（167㎡ ，旭町総） ）
合研究実験棟６室（226㎡）について運用を行った。

・教育研究院での専門分野別研究はその基盤性・独創性等を，超域 ・教育研究のより一層の活性化を図るため，学内の学際的な研究を
研究機構での分野横断型研究はさらに先端性・学際性・社会的要 支援する「新潟大学プロジェクト推進経費」の選考に当たり，21
請等をそれぞれ指標として評価出来るような評価指標を検討す 世紀COE等研究拠点形成の基礎となることを基準とし，プロジェ
る。 クトの育成を図る観点から，大型研究を選定することとし，特に

重点と認めたものは複数年の研究期間を担保するとともに，若手
研究者の育成にも配慮した。なお，選考は書類審査のほか，ヒア
リング審査を実施し，評価した。

・評価指標の策定に当たっては，企画戦略本部及び評価センターに
おいて，協力教員を中心に大学評価に対する知識習得のため，各
種セミナーへの参加，説明会に参加するとともに，大学情報デー
タベースの構築について資料収集を行い，評価に当たっての指標
等について検討を行った。

○学外有識者・専門家の登用に関する具体的方策の実施状況

・各種委員会等において学外有識者，専門家の知見を活用できる体 ・行政，経済・産業，教育・文化，マス・メディア等各分野の有識
制の整備を図る。 者を経営協議会，新潟大学懇話会の委員として迎え，広く学外の

有識者，専門家の知見を活用できる体制の整備を図り，いただい
た意見等を大学の活動全般についての積極的な情報発信，同窓会
との連携強化（全学同窓会連絡協議会の発足 ，社会連携推進機）
構の設置，就職部の機能強化等の大学運営に反映させた。

・教育人間科学部において，教育委員会や地元の小・中学校の校長
を委員とする教育実習委員会で，教育実習の在り方等について広
く意見を聞き，教育実習の充実に努めた。

○内部監査機能の充実に関する具体的方策の実施状況

・監事のもとに監事室を設置し，内部監査体制の整備を図る。 ・監事の下に総務部長，総務課長，企画課長等を構成員とする「監
事室」を設け，監査の円滑な遂行を補助するとともに，財務会計
業務の適切な運営を確保するため，内部監査規程等を整備し，内
部監査体制を充実した。

・さらに，監事，役員，会計監査人，内部監査部署である財務部の
「 」 ， 。四者を構成員として 四者協議会 を設置し 意見交換を行った
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年度計画 計画の進行状況

○国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策の実施状況

・近隣地域の学長会議等により，教学・運営両面での連携を強化す ・新潟県内の高等教育機関（大学，短期大学，高等専門学校，放送
る。 大学学習センター等25機関）で組織する「新潟県内高等教育機関

懇談会」を本学が幹事校になって設置しており，新潟県内の高等
教育の推進拡充等の方策について協議する体制を構築している。
平成16年度には，懸案事項であった包括的単位互換協定の推進に
ついて協議を行い 「新潟県内高等教育機関の単位互換の推進に，
関する合意書」を交わすとともに，緊急時における連絡体制を確
立し，大学間等の交流・支援体制の強化を図った。

・生涯学習・人材養成・産官学連携・国際交流等の地域貢献事業に ・生涯学習・人材養成，産学連携等地域貢献について，県内の国立
ついて，県内の国立大学法人が連携・協力して取り組む。 大学法人がそれぞれ特色を生かした連携・協力を行い，地域貢献

特別支援事業に選定された「現職教員のための総合的「学校コン
サルテーション」推進事業」を継続して実施したほか 「豪雪地，
帯における高齢者の保健医療福祉サービス提供システム構築事
業 「産学交流フェアインにいがた」等，地域社会と連携強化を」
図り，地域貢献事業を実施した。

・県内の３国立大学法人を含む５大学により設置された「新潟県大
学連合知的財産本部」を活用し，知的財産セミナー，講演会等を
実施するなど，大学シーズの知的財産化の促進に努めた。

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策の実施状況

・新しい教育研究システムを試行する組織に対する重点的資源配分 ・新しい研究分野を開拓し，現代的課題に関する社会的要請に応え
について検討を行う。 るため先端的研究分野における横断型研究を推進する「超域研究

機構」に対して流動定員から重点的に資源（２人）を配分した。
・さらに，学士課程教育の充実を図り，全学協力体制をとれる組織
として「全学教育機構」を設置し，専任教員を配置することを決
定した。

・企画戦略本部，評価センターを整備する。 ・教員の業績等を評価するための組織として企画戦略本部の下に評
・教員の実績・業務提案の先進性等の評価について検討する。 価センターを設置し，個人業績収集システムを構築して，教員個

々のデータを試行的に収集し，業績評価及び業務提案の先進性等
の評価の在り方についても検討を開始した。

「 」・教員が先進的に組織した研究グループ等を コア・ステーション
として位置付け，教育研究の支援体制の整備を図った。

・教員定員の流動化を計画的に行う。 ・第Ⅰ期中期計画期間中に教員定員90人の流動化を図る計画である
が，平成16年度においては，超域研究機構に２人，入学センター

， ， ，に１人 保健管理センターに１人 大学院実務法学研究科に５人
管理部門に２人の計11人を流動定員から配置し，基盤運営部門等
の強化を戦略的に図った。

・さらに，平成18年度までの流動化計画の策定を行い，全学の合意
を得た。

○教育研究組織の見直しの方向性に関する実施状況

・企画戦略本部は，業務態様に応じた業績評価を行うとともに，社 ・企画戦略本部の下に評価センターを設置し業績評価を行う体制を
会需要・要請を分析し，学長のリーダーシップにより教育研究組 整備した。
織の見直しを行う。 ・社会との連携強化及び学生のキャリア形成支援のための体制整備

について検討を行い，平成17年度に「社会連携研究センター」及
び「キャリアセンター （就職部を改組）を設置することを決定」
し，専任教員を配置することとし，学生の就職活動支援等の強化
を図ることとした

・教育研究の進展を踏まえ，既存の組織の整備について，必要に応 ・学内共同教育研究施設については，全学の「共通基盤組織」とし
じて検討する。 て位置付け，これを更に，施設の設置目的に応じて「社会連携推

進機構 「学術情報基盤機構 「教育・学生支援センター群」及び」 」
「研究支援センター群」に整備し，これらの機構長，群長は担当
理事を当てることとし，教育研究の進展を踏まえた弾力的な運営
をより可能な体制に整備した。

・教員養成機能を高めるため，上越教育大学との連携協議会等を活 ・教員養成機能を高めるために 上越教育大学との間で設置した 新， 「
用し積極的に検討する。 潟大学と上越教育大学との教員養成・現職教員研修の在り方に関

する協議会」に①教育臨床に関すること，②教員の「養成・採用
・研修」に関すること，③大学院の研修指導に関すること，④地
域貢献個別事業に関することについての４部会を設け，具体的な
事業について協議検討を行った。

・自然科学系分野において，大学を超えた連携を積極的に進める。 ・新潟大学・長崎大学・富山大学の３工学部が共同申請した「平成
15年度特色ＧＰ」が採択された事を契機に，より一層の教育・研
究の交流・連携を進めるため，３大学間において大学全体の交流
協定を締結した。
・県内の３国立大学法人を含む５大学で新潟県大学連合知的財産
本部を設置し，連携活動を強化し，教育・研究の推進を図る体制
の整備を図った。
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年度計画 計画の進行状況

・教育研究院の整備・充実と運営の強化により，研究水準の向上と ・教育研究院の学系単位の予算配分，学系長裁量経費の新設，学内
教育体制の強化を図る。 委員会組織での学系長の重視等を通じ，学系長の権限の強化を図

るとともに，全学科目の実施体制の整備を行った。
・学士課程教育の抜本的改革を行い，全学科目の全学協力体制が取
れる組織として，全学教育機構の設置を決定した。

・総合大学の特性を生かした分野横断型の研究や，世界的視点から ・超域研究機構の既存プロジェクト15件に加えて，10件を新規採用
価値ある優れた創生的研究を推進するため，超域研究機構の整備 した。既存プロジェクトの１つを基礎として，総合科学技術会議
・充実を図る。 の事前評価でＳ評価を受けた「水分子の脳科学」プロジェクトを

組織した。
， ， ，・既存プロジェクト15件のうち 特に優れた５件を選定し 教授１

助手１，特別研究員３を配置した。
・既存プロジェクトのうち，７件に対して，１件あたり400万円～
700万円のプロジェクト推進経費の研究助成を行った。

・自然科学研究科，現代社会文化研究科を再編する。 ・大学院自然科学研究科（区分制博士課程）の博士前期課程を９専
， （ ）・医歯学総合研究科の整備を継続する。 攻から６専攻に 大学院現代社会文化研究科 後期３年博士課程

・歯学部口腔生命福祉学科，実務法学研究科を整備する。 を博士前期課程と博士後期課程の区分制博士課程に改組した。
・その他の学部・研究科等の新設・再編等を必要に応じて検討す ・大学院医歯学総合研究科の整備を引き続き行い，施設を改善し，
る。 また共通研究スペースを充実した。

・歯学部口腔生命福祉学科を設置し，年次的整備として，教授３，
助教授１の配置を行った。

・大学院実務法学研究科を設置し，流動定員を配置し，整備・充実
を図った。

・大学院保健学研究科（修士課程）を設置した。

・学内の教育研究のため共用する施設等を，社会連携業務，情報ネ ・個々に活動を行っていた学内共同教育研究施設を，全学の「共通
ットワーク・学術情報発信業務，教育・学生支援業務及び研究支 基盤組織」として位置付け，これを更に，施設の設置目的に応じ
援業務を担う基盤的組織へと再編し，機能強化を図る。 て，学長のリーダーシップの下「社会連携推進機構 （機構長：」

社会連携担当理事 「学術情報基盤機構 （機構長：研究担当理）， 」
事 「教育・学生支援センター群 （センター群長：教育担当理）， 」
事 「研究支援センター群 （センター群長：研究担当理事）と）， 」
して整備し，それぞれを構成する各組織が有機的に連携を図りな
がら活動できるよう機能強化を図った。

・特に学士課程教育について，教養教育と専門教育との有機的な連 ・従来の教養科目と専門科目の区分を廃し，両者を新たに有機的に
携を全学的な視点から充実するための組織の整備を進める。 連携させた全学科目とし，全授業科目に分野と水準を示すととも

に，学生の多様な関心と資質に即した学習を可能とする「副専攻
制度」等，新しい学士課程教育を実施するため，全学教育機構設
置準備委員会を設置し，全学科目の実施組織として「全学教育機
構」を設置することを決定した。

３．教職員の人事の適正化に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策の実施状況

， 「 」・人事制度に関する基本方針を策定し，学長の下に一元的な人事管 ・教員定員については 学長を委員長とする 全学定員調整委員会
理・運営体制を構築する。 において一元的に管理，調整する体制を構築し，将来計画に基づ

いて，重点分野・領域を中心に，全学的視点から人的資源を戦略
的かつ柔軟に配分できるシステムとした。

・このシステムにより，第Ⅰ期中期目標期間中に90人の教員定員を
流動化することとし，平成18年度までの具体的な教員定員の流動
化計画を策定し，学内合意を得た。

・学内の流動化定員について，教育・研究・社会貢献の将来計画に ・平成16年度における流動定員については，超域研究機構のプロジ
基づく重点分野・領域を中心に，人材を効果的に配置する。 ェクト研究に研究者２人，適切な入学者選抜の構築を図るための

検討を行う入学センターに専任教員１人，学生，教職員の健康管
理を行う保健管理センターに医師１人，平成16年４月に創設した
大学院実務法学研究科に実務家教員５人等を戦略的に配置した。

・職務に対するインセンティブ付与のため，業務態様に応じた業績 ・業務態様に応じた業績評価の在り方については，企画戦略本部の
， ， ，評価を，公正・透明・適正に反映させる人事処遇・報酬システム 下に設置した評価センターで検討を開始しているが 教育 研究

を構築するための検討を行う。 診療，社会貢献及び管理運営の各分野における個々の教員の業績
を調査するための「個人業績収集システム」を構築し，試行的に
全教員のデータを収集している。この試行を踏まえて業績評価の
在り方も検討を開始しているが，この業績評価と人事処遇等への
反映を図るための人事システムの構築は，第Ⅰ期中期計画期間内
を目指し検討している。

○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策の実施状況

・業務態様に応じて，高度専門分野への学外からの人材登用を柔軟 ・高度な専門知識・経験を有する専門家を登用することが有効な業
。 ，に進める制度を検討する。 種・業務について人事制度検討専門委員会で検討した その結果

高度専門家等の登用も意図して，その人事処遇，報酬等の設定を
柔軟に対応できるよう職員給与規程において年俸制を導入するこ
とができる体制とした。

・教職員の適切な処遇のためのキャリアパスの在り方について検討 ・キャリアパスの在り方については，業績評価等を踏まえた人事シ
を進める。 ステムの構築と一体として人事制度検討専門委員会で検討を行っ

ている。
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年度計画 計画の進行状況

・産学連携等社会貢献事業を推進する上で，国立大学法人と教員個 ・教員が積極的に社会貢献及び地域貢献に携われることに配慮した
人の利益相反を考慮しつつ，兼業・兼職等に関する適切な制度を 「国立大学法人新潟大学職員兼業規程」を整備した。また，産学
整備する。 連携の推進にあたり，本学及び本学職員が公正かつ効率的な実務

を行うことを目的として，利益相反や責任相反の問題に対する本
「 」学の姿勢を示すために 国立大学法人新潟大学利益相反ポリシー

を整備した。

○任期制・公募制の導入等の教員の流動性向上に関する具体的方策の実施状況

・教員の業務態様を考慮しつつ，任期制の導入の拡大を図る。 ・法人化前から任期制を導入していたポストは，法人化後も引き続
き任期制を適用するとともに，教員の教育研究の活性化を図るた
め，平成16年度に新たに，医歯学総合病院及び脳研究所の全ての
教員ポストに任期制を導入したほか，共通基盤センター群及び他
の学系等においても，任期制の導入の推進を図った。この結果，
平成15年度に比べ任期制ポスト数が206ポスト増加し，任期制職
員の在職者に占める割合が17.7％増加となり，教育・研究活動の
活性化が図られた。

・教員の募集・採用の公平性・透明性を高めるため，公募制を進め ・全学定員調整委員会で教員募集の全体計画を調整するシステムを
る。 確立し，全学の教員定員の管理を学長の一元化管理のもと，全学

定員調整委員会が教員採用枠の決定を行い，公募制を基本として
。 ，各学系等で公平性・透明性を持った教員選考を行った この結果

平成15年度に比べ公募による採用者の割合が32.2％増加し，平成
16年度における公募採用率は88.9％となった。

○外国人・女性の教員採用の促進に関する具体的方策の実施状況

・国際レベルの教育・研究を推進するため，外国人教員の募集・採 ・教員採用においては，国際レベルの教育・研究を推進するため，
用を進める。 外国人の採用も視野に入れて広く公募を行っている。平成16年度

においては21人の外国人教員を配置し，うち７人を新規に採用し
た。

・男女共同参画を推進するため，女性の教員の採用及び管理的職種 ・教員採用の公平性，透明性を確保する観点から公募制を進めてい
への登用を進める。 るが，これにより，特に女性に対する公平性，平等性を確保し採

用機会の創出を図り，男女共同参画から女性教員任用の推進を図
った。具体的には，在職者に占める女性教員の割合（12.1％）の
向上を図り，新規採用教員の20.3％に当たる15人を女性から採用
した。

○事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策の実施状況

・事務職員等の募集・採用には，関東甲信越地区（東京を含む）の ・関東甲信越地区の国立大学法人，大学共同利用機関，国立高等専
ブロックで実施される統一採用試験を課すとともに，専門知識・ 門学校及び一部の独立行政法人が合同で実施する「関東甲信越地
能力を必要とする事務職種への人材確保のため，公募制を前提と 区国立大学法人等職員採用試験」に本学も参加して，この採用試
した柔軟な制度を検討する。 験に合格した者の中から職員採用を実施している。この採用試験

に基づき平成16年度に採用した職員は８人である。なお，専門知
識，能力を必要とする事務職種に対する採用方法についても検討
した。

， 「 」，・事務職員等の職務能力開発・向上を図るため，学内における研修 ・職員研修については 学内研修として スキルアップセミナー
のみならず大学間や民間企業等との連携による研修を多角的に推 「新採用職員研修プログラム」ほか５件を行っているが，県内大
進する。 学等との間で「国立大学法人等中堅職員研修 「国立大学法人等」

」 ， ， （ ，係長研修 ほか２件を実施し 更に 関係各省庁等 文部科学省
人事院，総務省，財務省，科学技術振興機構等）が実施する研修
（25件）にも積極的に派遣している。なお，民間企業等と連携し
た研修についても検討した。

・大学運営の活性化及び地域連携の推進のため，県内の国立大学法 ・県内他機関との人事交流の状況は，長岡技術科学大学，上越教育
人等を中心に，法人化後の円滑かつ効果的な人事交流を引き続き 大学，長岡工業高等専門学校，妙高少年自然の家，大学評価・学

， ，進める。 位授与機構及び放送大学学習センターとの間で 出向職員数19人
受け入れ職員数３人の人事交流を行った。

○快適な教育環境・職場環境の確保に関する具体的方策の実施状況

・セクシュアル・ハラスメント等人権侵害に関する相談体制を整備 ・セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程及び人権問題
し，防止策を充実する。 委員会規程を整備するとともに，学生向けに「学生なんでも相談

窓口」を開設し，相談しやすい環境と，迅速かつ適切に対応でき
る体制を整えた。

○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策の実施状況

・常に適切な人員管理を行うため，業務を不断に見直すとともに， ・事務組織については，法人化一年の経験を踏まえて，抜本的に検
外部委託等の導入により組織の効率化・合理化を推進する。 討する方向を確認し，事務協議会（事務総括担当理事，部課長，

事務長で構成）の下の事務改善検討専門委員会で検討を開始し，
自然科学系について，平成17年度から学系に対応した事務組織に
改編・試行することとし，平成18年４月を目途に事務組織の再編
成を行う計画である。また，業務については，重複業務，外注可
能業務，簡素合理化可能業務等について検討を行っている。
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年度計画 計画の進行状況

・教育研究の実施体制を改善するため，教員組織の見直しを行うと ・教育活動の高度化と研究活動の飛躍的な発展を図るため，教員の
ともに，事務組織のブロック化等を図るための検討を行う。 所属組織を従来の学部，研究科から 「教育研究院」とした。こ，

の教育研究院は 人文社会・教育科学系 自然科学系 及び 医，「 」「 」 「
歯学系」の三学系で構成し，全学科目の実施における全学協力体
制の整備を図った。

， ，・また 教員が所属する学系等に対応した事務組織の編成について
医歯学系・病院事務は，医学部附属病院と歯学部附属病院の統合
（ ） ， ，時 平成15年10月 において学系 病院対応の事務組織に改編し
他の学系においては，法人化一年の経験を踏まえて，平成17年か
ら，自然科学系において，学系対応の事務組織に改編・試行を行
うことを決定した。

・組織の活性化や効率化を進めるとともに，人件費を適正に管理す ・第Ⅰ期中期計画期間中に教員定員90人を流動化して，更なる教育
る。 研究の進展，組織の活性化を戦略的に図ることとしているが，一

方，本学の人件費総額管理の在り方等については，現状分析，中
長期的予測を踏まえた視点で検討を行っている。

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策の実施状況

・事務組織全体の再編・集中化を実施し，職員の効果的な配置を進 ・研究活動の推進を図るとともに，研究に基づく産学連携，国際交
める。 流等の社会連携の強化を図るため，研究支援部を設置した。

・また，事務組織の再編成について教員組織の再編成を踏まえた在
り方等を見据えた上で，人的資源の再配分も含めて自然科学系に
おいて，平成17年４月から学系に対応した事務組織の試行を行う
ことを決定した。

・本部と部局等の事務の見直しを図り，重複事務の解消，業務のス ・法人化を契機に，大学全体の会計業務全般の見直しを図り，中で
リム化・機動化を図る。 も出張旅費支給事務において 「旅費支給事務システム」を導入，

し，出張旅費業務の全学統一的な処理を可能とした。
・事務改善検討専門委員会において，本部と部局等の重複事務の解
消について検討している。

・業務の標準化・マニュアル化を検討する等，業務の効率化・合理 ・①財務会計業務の合法性，適正性の確保及び業務の効率化を図る
化を進める。 ために「業務処理マニュアル財務会計 ，②安全衛生管理の観点」

から「安全衛生管理マニュアル」及び「職場巡視マニュアル ，」
「 」③学務情報システムの円滑な運用を行うための 操作マニュアル

などを作成した。

・各学部等の情報機器やデータを有効活用し，学生の履修手続き・ ・学務情報システムのオンラインによる「証明書発行システム」を
成績処理・成績証明書等の各種申請等を含めて電子システム化を 整備し，学生の履修手続き・成績処理・成績証明書等の各種申請
図る。 等を含めて電子システム化を行った。

○複数大学による共同業務処理に関する具体的方策の実施状況

・職員研修等について共同で行う体制を整える。 ・職員研修については，新潟県内の５機関（長岡技術科学大学，上
， ， ）越教育大学 長岡工業高等専門学校 妙高少年自然の家及び本学

が共同で行う体制を敷いており，平成16年度には①新採用職員研
修，②中堅職員研修，③係長研修を共同で実施した。

・事務職員についての新規採用資格試験の実施は，他大学と共同し ・事務職員の新規採用について，関東甲信越の国立大学法人，大学
て行う。 共同利用機関，国立高等専門学校及び一部の独立行政法人と共同

で実施した。

・事務情報化において，他大学と連携・協力を推進する体制を整備 ・ 国立大学法人等情報化推進協議会」における「関東Ｃ地区国立「
する。 大学等情報化推進協議会」に所属して活動を行い①汎用システム

の維持管理について ，②標準共済システムについて，③新たな
人事システム及び給与システムについて等について協議を行っ
た。

○業務の外部委託等に関する具体的方策の実施状況

・業務見直しの一環として，間接部門の外注化を検討する。 ・業務見直しの一環として，間接部門（事務部門等）の外注化を検
討し，平成17年度において医歯学総合病院の医事課業務の一部を
外注化し職員の縮減（６人）を図ることを決定した。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策の実施状況

・企画戦略本部において，科学研究費補助金等の競争的資金や共同 ・企画戦略本部において「新潟大学における自己収入の増加に関す
研究，受託研究，寄附金等の外部資金の獲得，寄附講座・寄附研 る目標を達成するための行動計画」を策定し，学内に周知を図っ
究部門の設置，公開講座等の社会貢献活動の推進，技術移転の推 た。この行動計画においては，科学研究費補助金，受託研究，共
進や研究成果・教材の出版等，自己収入の増加に係る諸事業につ 同研究，助成団体からの寄付金，寄附講座・寄附研究部門，公開
いて，明確な数値目標を掲げた行動計画を策定し，大学全体とし 講座及び技術移転に関する実施料等収入の中期計画事業期間中の
て戦略的・具体的取組を推進する。 具体的数値目標を掲げて自己収入確保の推進を図ることとした。
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年度計画 計画の進行状況

○財務内容の改善を図る環境整備に関する具体的方策の実施状況

・外部資金の受入状況やロイヤリティー収入を学内の予算配分等に ・各学系，各学部等の業務に対する貢献度を評価し，その評価に基
反映させ，自己収入の増加を図る競争的環境の活性化に資する。 づき一定の学内予算を傾斜配分する「インセンティブ経費」を創

設し，外部資金の評価項目は当面，科学研究費補助金の申請率，
採択率，採択金額，間接経費採択金額，受託研究費・共同研究費
・奨学寄附金の受入金額として配分を行った。

２．経費の抑制に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○管理的経費の抑制に関する具体的方策の実施状況

・任期制や業績評価等，新たな人事制度について検討する。 ・任期制や業績評価等を加味した新たな人事制度について検討を行
い，医歯学総合病院の経営の効率化と診療体制の整備として，特
に看護師の円滑な人材確保を図るため「有期雇用職員制度」（任
期付職員制度）の導入を行うことを決定した。

， ，・各種業務の効率化・合理化を検討する。 ・管理的経費の縮減方策について検討を行い 公用車の台数見直し
・施設・設備の効率的利活用を図る。 定期刊行物の購読見直し，エネルギー関連施設の改良等による経

費縮減，ガス需給契約の見直しを行い，総額で58,000千円の経費
を縮減した。

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策の実施状況

・施設設備の整備・利用状況について継続的に点検・評価を実施 ・施設の点検・評価及び有効活用を図るための体制として 「新潟，
し，明確なルールに基づく施設有効活用の徹底（スペースマネジ 大学施設の点検・評価及び有効活用に関する規則」及び「新潟大

」 ，メント）が図られる体制を整備するとともに，施設設備の長期使 学施設の点検・評価及び有効活用の実施に関する要項 を制定し
用を図るため，計画的な維持保全，修繕を実施する。 これに基づき点検・評価等を実施するとともに施設設備の長期利

， ，用を図るため計画的に点検・調査を行い 施設・設備の維持保全
修繕を行い，長期利用に努めた。

・施設管理の財源確保のため，全学共用スペースの使用者から，施 ・教育研究等の積極的な推進を図るために全学共用スペースを確保
設使用料を徴収するシステムを整備する。 し，施設管理の財源確保のため，当該使用者から施設使用料を徴

収するシステムを整備し，五十嵐地区では3,000円／㎡，旭町地
区では5,000円／㎡を徴収した。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
１．評価の充実に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○点検・評価の改善に関する具体的方策の実施状況

・企画戦略本部と評価センターを中心とした企画・評価組織におい ・適正な評価実施や資源配分に関する施策の一つとして，平成16年
て，適正な評価実施や資源配分に関する継続的な研究を行うとと 度に「インセンティブ経費」を創設した。この経費は，各学系，
もに，外部評価（自己点検・自己評価に対する評価・検証）を基 各学部等の業務に対する貢献度を評価し，その評価に基づき一定
本とする点検・評価について検討を行う。 の学内予算を傾斜配分する制度である。この経費の評価項目は当

面，学部志願倍率，学部卒業生就職率，大学院学位取得率，科学
研究費補助金の申請率，採択率，採択金額，間接経費採択金額，
受託研究費・共同研究費・奨学寄附金の受入金額，教員任期制在
職割合等としている。

・外部評価については （財）日弁連法務研究財団が初めて実施し，
た法科大学院認証評価のトライアル評価を受けた。また （独），
大学評価・学位授与機構による法科大学院認証評価の予備評価を
平成17年度に，本評価を平成19年度に受けることを決定した。

・分野別基準認定団体（ＪＡＢＥＥ等）の評価結果については，関 ・企画戦略本部において，JABEEを受審した工学部及び農学部から
係分野の学系・学部等が企画戦略本部と協力して分析し，必要に 評価結果について報告を受け，評価センター等において改善策を
応じ改善策を検討する。 検討するとともに，大学教育委員会，全学点検・評価委員会に報

告し，成績評価資料保存の徹底，シラバスの充実，改善等につい
て周知，徹底を図った。

・大学情報の体系的・効率的収集とそのデータベース化を検討す ・評価センターにおいて，先進的な取り組みを行っている他大学の
る。 情報の集積状況を調査し，大学情報の体系的・効率的収集方法に

ついて検討を行った。
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年度計画 計画の進行状況

○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策の実施状況

・教育研究等の活動の活性化を図るための適切な組織評価と個人評 ・組織評価については，当面平成16年度に創設した「インセンティ
価について検討する。 ブ経費」の配分評価基準として定めた評価項目を拡大し客観的評

価を行いうる体制とし，この評価結果を学内予算配分とリンクさ
せる方向で検討しており，当該予算規模も拡大していく方向であ
。 ， ， ，る また 個人評価については 個人業績収集システムを構築し

教育，研究，診療，社会貢献及び管理運営に関する全教員個々の
業績データを収集している。

・評価の活用に際しては インセンティブを与える方向を検討する ・組織評価についてはインセンティブ経費により学内予算配分に反， 。
映させており，個人評価は人事システムに反映する方向で検討を
行っている。

・個人や組織について 評価結果によっては 年度毎に改善を促し ・評価結果に基づく組織や個人に対する改善措置要求については，， ， ，
改善が次年度以降も見られない場合には，当該構成員の配置転換 組織評価はインセンティブ経費を通して行っている。個人評価に
や給与査定の見直し，当該組織の予算削減や改廃についても検討 ついては，今後検討するため教育，研究，社会貢献のデータを収
する。 集している。

２．情報公開等の推進に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策の実施状況

・全学の情報を集約し，報道機関等への提供や社会への公表に資す ・全学の情報の収集・管理を行う組織として広報センターを設置
るための組織として広報センターを設置する。 し，部局の情報収集のマニュアルを作成し情報の一元化を図り，

社会への情報発信の体制整備を行った。

・大学の事業・運営情報は，適切で効率的・効果的な方法や手段に ・地元報道機関を中心として定期的に懇談会を開催し積極的に情報
より公表する。 発信を行うとともに，記者発表やホームページへの掲載を積極的

に行った。
・Webサイトにおける情報の迅速的発信に努め，その結果「新着情
報」欄に掲載した数が平成15年度に比べ1.6倍となり，アクセス
数も30％増となった。

・紙媒体による広報にも力を入れ，本学の活動を平易に解説したリ
ーフレット「NIIGATAUNIVERSITYEASYNAVI」や各種パンフレッ
トを作成し，教育・研究者だけでなく総合学習や大学見学のため
来学した小・中学生へも配付するなど，広報対象を拡大し，本学
情報の積極的な公表を行った。

・一般市民から本学への理解を深めていただくことを目的とした
「新潟大学ＷＥＥＫ」を１週間に渡り開催し，約4,000人の参加
者を得た。

・災害支援活動については，シンポジウム等を開催し，その報告を
地域社会に対して発信した。

・学部説明会，オープンキャンパス等に組織的に取り組む体制を充 ・学部説明会やオープンキャンパスは，参加する受験希望者及び高
実する。 等学校等の進路指導教員等の利便を考慮し，全学同日に開催して

いる。また，開催に当たっては，ポスターを作成し，積極的な広
報活動を行った。

・高校生が実際の大学の授業を体験できる出前授業や一日体験入学
を実施した。

， ， ，・学長 理事 各学部教員等が本学について説明する大学説明会を
従来の５県（山形，長野，群馬，富山，福島）に加え，秋田県及
び東京都において開催した。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○施設設備の有効活用を図る上で必要となる具体的方策の実施状況

・点検調査を継続的に実施し 調査結果を学内に公表するとともに ・施設の点検調査については 「新潟大学施設の点検・評価及び有， ， ，
その評価結果に基づいたスペース配分の改善等を促進し，全学共 効活用に関する規則」及び「新潟大学施設の点検・評価及び有効
用スペースの充実を図る。 活用の実施に関する要項」を制定し，その実施体制の整備を図っ

ているが，その調査においては，①施設の狭隘状況，②施設の利
， ， ，用頻度 ③施設の老朽状況 ④施設の使用上の問題点等を調査し

その結果については学内に公表するとともに，共用スペースの配
分を行った。

・講義室は，全学共用スペースとし，その使用状況を学内ＬＡＮで ・ 全学教育機構設置準備委員会」を設置し，施設の有効利用の促「
公開するシステムを検討する。 進を図る観点から，講義室の全学共同利用を図ることとし，共同

利用を図るためのルール等の検討を行った。

・施設利用の流動化促進のため，全学共用スペースの使用者から， ・進展が期待される研究プロジェクト等に一定期間使用させること
施設使用料を徴収するシステムを整備する。 を目的とした全学共用スペースの使用要項を整備し，五十嵐地区

3,000円／㎡，旭町地区5,000円／㎡の使用料の徴収を始めた。
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年度計画 計画の進行状況

○施設設備の機能保全・維持管理を実施する上で必要となる具体的方策の実施状況

・定期的な施設の巡回点検及び健全度調査等を行い，既存施設の劣 ・教育研究環境の良好な維持を図るため，施設・設備の現況，学系
化状況等現状把握に万全を期し，維持管理計画を策定する。 ・学部又は団地ごとの光熱水量使用実績等を定期的に点検し，そ

の結果得られた情報に基づき，計画的に施設・設備の維持管理を
行った。

・施設設備の点検・保守・修繕等を的確に実施し，故障等に対する ・施設の点検・保守・修繕等の業務は，従来各学部等で行っていた
迅速な対応が実施できる体制を整備する。 が，平成16年度に施設管理部の改組を行い，環境整備課を設置し

て全学のこれらの業務を一元的に同課で行うこととし，施設の故
障等に迅速に対応するためにコールセンターを設置し，迅速な対
応が図れる体制を整備した。

・改修経費，維持管理経費等の確保を図り，適切な修繕を効果的に ・巡回点検等を的確に行い，緊急度，必要度の高い修繕等について
行う。 は優先的に予算措置し，整備を図った。

，「 」 ，・ボランティア活動等も活用しつつキャンパス美化を推進する。 ・キャンパス美化を推進するため 事務局クリーンデー を設け
事務局全職員の協力により月一回程度実施するとともに，植栽・
草刈を定期的に行い，学内の環境の美化に努めた。

○教育研究等の質の向上に関する目標の達成に必要となるスペース・機能の確保を図るための具体的方策の実施状況

・施設整備状況や環境問題への取組状況等について，他の高等教育 ・長期的視点に立った年次計画により，施設設備の整備を計画どお
機関と本学における実情を比較分析し，教育・研究・社会貢献の り実施し，緊急の課題となっている医歯学総合病院の再開発計画
活性化状況及び整備事業の経済性を考慮し，長期的視点に立っ を計画どおり実施した。
た年次計画により，施設設備の整備を行う。

・キャンパス全体がコミュニケーションの場として機能し，魅力あ ・学生の教育環境改善のため，講義室等の冷暖房設備の設置及びト
る豊かな教育研究環境となるよう計画的に整備する。 イレ改修を年次計画で重点的に整備するとともに，学生厚生施設

の環境整備を実施した。

・地域環境の保護の観点から，環境マネジメント（ＩＳＯ１４０ ・地球環境の保護の観点から，環境マネジメント（ISO14001）の
０１）の認証取得等の検討を行う。 認証取得の内容を検討し，すでに認証取得した他機関の資料収集

等の調査を行った。

・新たな整備手法として，ＰＦＩ（民間資金等の活用による公共施 ・ＰＦＩ手法導入の可能性について検討を行うなど，施設整備の手
設等の整備）の導入や外部資金等による施設整備等多様な財源の 法等については多角的に検討した。
調査を実施する。

２．安全管理に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○労働安全衛生法等を踏まえた安全衛生管理・事故防止に関する具体的方策の実施状況

・労働安全衛生法等の関連法令等を踏まえて，安全衛生管理体制の ・職員安全衛生管理規程等を制定し，職員の安全衛生及び健康確保
整備・充実を図る。 に関する体制を整備した。

・教職員の業務上の災害防止のため，安全衛生管理に関するマニュ ・研究室，実験室等で危険を伴う機器等を操作する職員，有害な化
アルについて検討する。 学物質等を取り扱う職員に対する事故など業務全般に係る災害の

防止を速やかに図る観点から，次年度に予定していた「安全衛生
」 ， 。管理マニュアル を 事業場ごとの特性にあわせ５種類作成した

また，安全衛生管理者，産業医等が職場巡視するときの「職場巡
視マニュアル」及び「チェックリスト」についても検討し，作成
した。これらの取り組みなど安全衛生管理に努めた結果，業務災
害の発生が平成15年度に比べほぼ半減（44％減）した。

・教職員の健康管理を充実するため，健康診断・健康相談業務等を ・主要団地（五十嵐地区，旭町地区等）ごとに産業医を置くととも
充実し，健康医学教育を推進する。 に，健康管理，健康相談の業務を担当する保健管理センターに医

， ，師１人を増員し 健康診断・健康相談業務等を充実するとともに
健康医学教育を実施した。

○学生等の安全確保等に関する具体的方策の実施状況

・学生の実験中の事故防止のため，実験安全対策に関するマニュア ・学生の実験中の事故防止のための安全対策マニュアルについて
ルを整備する。 は，学部ごとに「安全管理の手引き」を作成した。

・学生が通学中，正課中及び課外活動中等に被った種々の災害傷害 ・ 学生教育研究災害傷害保険」の加入促進について学生便覧に記「
に対応する学生教育研究災害傷害保険の周知と加入の徹底を図 載するとともにガイダンスで説明を行い加入の促進を図った。
る。

・附属学校の幼児，児童，生徒に対する事故を予防するため，安全 ・附属学校における安全対策として，警備員による常駐警備，監視
対策の体制を整備する。 カメラ・インターホンによる機械警備，校園ごとに不審者対応訓

練を行うなどの体制を整備している。また，学長裁量経費等を用
いて主要部（正門付近）へのフェンスの大幅な延長を行い，学校
園の安全確保を図った。

・新たに学校・警察相互連絡制度の協定を結び，学校周辺における
児童・生徒の安全対策を強化した。
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年度計画 計画の進行状況

○その他の安全管理に関する具体的方策の実施状況

・盗難や事故等の防止対策のため，警備システムの整備を行う。 ・主要団地（五十嵐地区，旭町地区等）における警備システムは外
部委託により，①防犯センサー設置による警備会社との自動通報
システムによる警備， ②勤務時間外における建物内外の巡回警
備，③勤務時間外における常駐警備を行った。

・学内から排出される廃棄物は，専門業者への適切な外部委託を実 ・学内から排出される廃棄物の取り扱いについて安全マニュアルを
施し，安全の確保を図る。 作成し学内に周知するとともに，処理については，専門業者に外

部委託した。

・情報セキュリティの安全水準を高く保つ体制を整備する。また， ・運用実態に即した「情報セキュリティポリシー」を制定し，部局
情報セキュリティポリシーを実態に即したものとするため，運用 長からなる「情報セキュリティ・個人情報保護委員会」のほか，
実態等を把握し，評価，見直しを行う。 学内各組織のセキュリティ担当者からなる「情報セキュリティ・

個人情報管理専門委員会」及び「情報セキュリティポリシー専門
委員会」を設置し，総合情報処理センターを核とした組織的に対
応する体制の整備を図った。

・さらに，外注化により24時間監視体制を確立し，総合情報処理セ
ンターと学内各組織のセキュリティ担当者との連携を密にし，迅
速にセキュリティポリシー安全対策を施行できる体制を整備し
た。

・事故・災害・訴訟等に対応するための体制を整備する。 ・総務担当理事を長とする危機管理室を設置し，事故・災害・訴訟
等に対応する体制を整備した。特に中越地区の水害，震災に対し
ては，危機管理室としての機能を発揮し，支援対策を迅速に指揮
した。

３．後援会（同窓会）の組織化に関する実施状況

年度計画 計画の進行状況

○後援会（同窓会）の組織化に関する具体的措置の実施状況

・同窓会組織と連携し，同窓会を中心として，賛同者からなる後援 ・本学同窓会は，従来各学部に組織されていたが，法人化後の強力
会の組織化を図る。また，支持者・支援者の声が大学運営に反映 な応援団としての機能を期待して各同窓会と協議した結果，平成
される仕組みを設ける。 16年度において全同窓会で構成する「全学同窓会連絡協議会」

が発足し，同協議会から，大学運営に対する多様な意見等をい
ただいた。



Ⅵ．予算（人件費見積り含む），収支計画及び資金計画

１．予算 （単位；百万円）

区　　　分 予算額 決算額
差額

（決算－予算）

収入

運営費交付金 17,650 17,650 0 

施設整備費補助金 1,882 555 △1,327 

船舶建造費補助金 0 0 0 

施設整備資金貸付金償還時補助金 31 31 0 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 0 0 0 

自己収入 22,861 22,340 △521 

　　授業料及入学金検定料収入 7,778 6,831 △947 

　　附属病院収入 14,929 15,289 360 

　　財産処分収入 0 0 0 

　　雑収入 154 220 66 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,256 1,722 466 

長期借入金収入 4,409 4,367 △42 

目的積立金取崩 0 0 0 

計 48,089 46,665 △1,424 

支出

業務費 38,242 37,787 △455 

教育研究経費 19,849 18,773 △1,076 

　　診療経費 13,701 14,475 774 

　　一般管理費 4,692 4,539 △153 

施設整備費 6,291 4,922 △1,369 

船舶建造費 0 0 0 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,256 1,481 225 

長期借入金償還金 2,300 2,298 △2 

国立学校財務・経営センター施設費納付金 0 0 0 

計 48,089 46,488 △1,601 

２．人件費

区　　　分 予算額 決算額
差額

（決算－予算）

人件費（承継職員分の退職手当は除く） 23,878 23,419 △459 
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３．収支計画 （単位；百万円）

区　　　分 予算額 決算額
差額

（決算－予算）

費用の部 41,828 46,076 4,248 

経常費用 41,828 43,271 1,443 

業務費 36,765 37,792 1,027 

教育研究経費 3,271 3,788 517 

診療経費 7,673 8,287 614 

受託研究費等 467 727 260 

役員人件費 156 122 △34 

教員人件費 14,956 14,370 △586 

職員人件費 10,242 10,498 256 

一般管理費 1,066 1,053 △13 

財務費用 685 735 50 

雑損 0 29 29 

減価償却費 3,312 3,662 350 

臨時損失 0 2,805 2,805 

収入の部 41,955 47,607 5,652 

経常収益 41,927 44,182 2,255 

運営費交付金収益 16,420 17,551 1,131 

授業料収益 6,201 6,273 72 

入学金収益 1,007 956 △51 

検定料収益 231 199 △32 

附属病院収益 14,929 15,739 810 

受託研究等収益 533 792 259 

寄附金収益 660 748 88 

財務収益 2 0 △2 

雑益 154 286 132 

資産見返運営費交付金等戻入 236 26 △210 

資産見返寄附金戻入 92 24 △68 

資産見返物品受贈額戻入 1,462 1,588 126 

臨時収益 28 3,425 3,397 

純利益 127 1,531 1,404 

目的積立金取崩益 0 0 0 

総利益 127 1,531 1,404 
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４．資金計画 （単位；百万円）

区　　　分 予算額 決算額
差額

（決算－予算）

資金支出 48,701 49,681 980 

業務活動による支出 37,757 36,980 △777 

投資活動による支出 6,666 5,806 △860 

財務活動による支出 2,269 2,617 348 

翌年度への繰越金 2,009 4,278 2,269 

資金収入 48,701 49,681 980 

業務活動による収入 41,767 43,627 1,860 

運営費交付金による収入 17,650 17,650 0 

授業料及入学金検定料による収入 7,778 6,831 △947 

附属病院収入 14,929 15,280 351 

受託研究等収入 533 787 254 

寄附金収入 723 846 123 

その他の収入 154 2,233 2,079 

投資活動による収入 561 875 314 

施設費による収入 561 555 △6 

その他の収入 0 320 320 

財務活動による収入 4,409 4,367 △42 

前年度よりの繰越金 1,964 812 △1,152 
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Ⅶ．短期借入金の限度額 

   ４４億円（平成 16 年度短期借入の実績なし） 

 
Ⅷ．重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

１．重要な財産の譲渡 

    なし 

２．担保に供する計画 

医歯学総合病院病棟，医歯学総合病院基幹・環境整備及び血管Ｘ線撮影システムの施

設・設備の整備のため 4,367 百万円を借り入れ，本学病院の敷地（30,796 ㎡）を担保

に供した。 

 
Ⅸ．剰余金の使途 

 該当なし 
 
Ⅹ．その他 

１．施設・設備に関する状況 
施設・設備の内容 決定額（百万円） 財  源 

・ 医歯学総合病院病棟 
・ 医歯学総合病院基幹・環境整備 
・ 小規模改修 
・ 血管Ｘ線撮影ｼｽﾃﾑ 
・ 災害復旧工事 
・ 校舎改修（医学系） 

総額   4,922 施設整備費補助金 
(555）

長期借入金 
（4,367）

 
 ２．人事に関する状況 

『「事業の実施状況」の「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標」の「３．教職員

の人事の適正化に関する実施状況」』（ Ｐ２９，３０，３１）参照 

 
３．災害復旧に関する計画 

  平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震等により被災した施設・設備の復旧整備

を行った。 
 
ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等 

１．特定関連会社 
特定関連会社名 代表者名 

該当なし  
 
 ２．関連会社 

関連会社名 代表者名 
該当なし  

 
 ３．関連公益法人等 

関連公益法人等名 代表者名 

財団法人新潟大学学術奨励会 理事長  山本 正治 
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